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午後１時３０分開会 

 

【事務局（黒田都市計画課長）】  はい、１時半になりました。まだお見えになられてな

い委員の方がいらっしゃいますけれども、定刻となりましたので、ただ今から第２３４回

東京都都市計画審議会を開催させていただきます。 

 委員の御出席の状況でございますが、委員の２分の１以上という定足数を満たしており

ますことを、ここに御報告申し上げます。 

 本日はですね、新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにですね、参加幹事を最低限

とさせていただいております。 

 また、座席を２列に分けまして、会議室のドアを開放させていただいております。御不

便をおかけいたします。申し訳ございません。 

 それではですね、資料の確認でございます。お手元に、第２３４回東京都都市計画審議

会資料一覧、Ａ４横の１枚紙ございます。これをお配りしてございますので、御確認をお

願いいたします。 

 じゃ、その下の資料でございます。 

 初めに、Ａ４横１枚の「議案一覧表」でございます。 

 次に、薄茶色の冊子でございまして、「議案・資料」、その下にですね、桃色の表紙、ホ

チキス留めで「議案・資料 別冊 委員の異動報告・委員名簿・幹事名簿」でございます。 

 次に、これもホチキス留めで、ちょっと厚いんですが、白色表紙の「議案・資料 別冊

 意見書の要旨」。 

 その下、Ａ４縦でございます。オレンジ色表紙の「資料〔別冊〕都市計画（素案）浜松

町二丁目４地区」。 

 次に、藤色表紙の「資料〔別冊〕都市計画（素案）品川駅北周辺地区」でございます。 

 その下に、さくら色表紙で「都市計画（素案）」の赤坂二・六丁目地区でございます。 

 Ａ４縦続きます。灰色の表紙の「都市計画（素案）」の渋谷二丁目西地区でございます。 

 最後に、３冊セットでございますが、アイボリー色の表紙で環境影響評価書「西武鉄道

新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）」の連続立体交差事業でございますが、概要と、本編、こ

れは特に何も書いてないのが本編でございます。それから、最後に資料編というのがござ

います。なお、一番上に載っておりました概要の中に、また要約が表紙の下に挟んでござ

いますんで、御確認ください。 
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 本日お配りしました資料は以上でございます。よろしいでしょうか。 

 よろしゅうございますね、はい。 

 続きまして、本日の日程についてでございます。恐れ入りますが、頭のほうにございま

した「議案一覧表」、この枠のＡ４横１枚でございます。御覧くださいませ。議事の日程で

ございますが、日程第１から第６までございまして、議題は合計１７件ございます。全て

議決案件となっております。 

 それでは、原田会長、よろしくお願いいたします。 

【原田（保）会長】  はい。委員の皆様方には、本日は御多用の中、御出席をいただき

まして誠にありがとうございます。 

 まず初めに、本日の審議会は、当審議会運営規則第１１条に基づきまして、会議を公開

で行うことにしております。したがいまして、傍聴者及び報道関係者の方々に入室をいた

だいております。御了承いただきたいというふうに思います。 

 次に、傍聴者の皆様に申し上げます。当審議会の会議を傍聴する際は、お手元に配布し

ております「傍聴にあたっての注意事項」を厳守されるよう、お願いを申し上げます。 

 次に、委員の異動につきまして御報告いたします。お手元の桃色の表紙の「議案・資料 

別冊 委員の異動報告・委員名簿・幹事名簿」をお開きください。 

 １ページから２ページにかけて委員の異動報告を記載してございます。新しく委員にな

られた方を、御紹介を申し上げます。 

 議席番号第１番、東京都議会議員、柴﨑幹男委員でございます。 

【柴﨑委員】  はい、柴﨑でございます。よろしくお願いします。 

【原田（保）会長】  議席番号２番、財務省関東財務局長、白川俊介委員でございます

が、本日は御都合により代理の方に御出席いただいております。 

 議席番号５番、農林水産省関東農政局長、大角亨委員でございますが、本日は御都合に

より代理の方に御出席いただいております。 

 議席番号９番、文京区議会議長、田中としかね委員でございます。 

【田中委員】  田中です。よろしくお願いいたします。 

【原田（保）会長】  議席番号１３番、国土交通省関東運輸局長、小瀬達之委員でござ

いますが、本日は御都合により代理の方に出席いただいております。 

 議席番号１４番、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授、松行美帆子委員

でございます。 
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【松行委員】  松行でございます。よろしくお願いいたします。 

【原田（保）会長】  議席番号１５番、東京都議会議員、加藤雅之委員でございます。 

【加藤委員】  加藤雅之です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【原田（保）会長】  議席番号１６番、国土交通省関東地方整備局長、若林伸幸委員で

ございますが、本日は御都合により代理の方に出席いただいております。 

 議席番号１９番、町田市長、石阪丈一委員でございますが、本日は御都合により欠席す

る旨の御連絡を事前にいただいております。 

 議席番号２３番、東京都議会議員、里吉ゆみ委員でございます。 

【里吉委員】  里吉ゆみです。よろしくお願いいたします。 

【原田（保）会長】  議席番号２４番、警視総監、大石吉彦委員でございますが、本日

は御都合により代理の方に出席いただいております。 

 議席番号２５番、日本女子大学家政学部住居学科教授、定行まり子委員でございますが、

本日は御都合により欠席する旨の御連絡を事前にいただいております。 

 議席番号２６番、東京都議会議員、中田たかし委員でございます。 

【中田委員】  中田です。よろしくお願いします。 

【原田（保）会長】  議席番号２９番、東京都議会議員、宮瀬英治委員でございます。 

【宮瀬委員】  よろしくお願いいたします。 

【原田（保）会長】  議席番号３１番、日の出町議会議長、小玉正義委員でございます。 

【小玉委員】  はい、小玉です。よろしくお願いします。 

【原田（保）会長】  なお、委員の議席につきましては、当審議会運営規則第４条に基

づきまして、３ページに記載をしております委員名簿の議席番号のとおりといたしますの

で、御了承をいただきたいと思います。 

 本審議会におきましては、限られた時間の中でございますので、十分な御審議をいただ

きたいと存じますので、議事の進行等につきまして御協力を、お願いを申し上げます。 

 説明幹事等に申し上げます。各案件の説明及び答弁に当たりましては簡潔に、かつ要領

よく行っていただくようお願いをいたします。 

 また、委員の皆様方におかれましても、御質問、御意見は、付議案件について、簡明に

していただきますよう、御協力をお願いいたします。 

 なお、御発言の際は議席番号をお示しくださるよう、併せてお願いをいたします。 

  ──────────────────────────────────── 
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【原田（保）会長】  それでは、議事に入ってまいります。 

 それでは、日程第１といたしまして、議第７５０４号から議第７５１０号までを一括し

て議題に供します。 

 中山景観・プロジェクト担当部長の説明をお願いします。 

【中山担当部長】  議長、中山景観・プロジェクト担当部長 

 日程第１、議第７５０４号、東京都市計画都市再生特別地区浜松町二丁目４地区につい

て、御説明いたします。 

 資料は、お手元の薄茶色表紙「議案・資料」３ページから２９ページまででございます。

あわせて、オレンジ色表紙「都市計画（素案）浜松町二丁目４地区」も御参照ください。 

 今回の変更は、国家戦略特別区域法に基づき、国家戦略特別区域会議から東京都の都市

計画審議会に付議されたもので、事業主体は株式会社世界貿易センタービルディング、東

京モノレール株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、鹿島建設株式会社でございます。 

 「議案・資料」８ページの位置図と併せてモニターを御覧ください。 

 本地区は、東側でＪＲ浜松町駅に、北側で大門通り及び都営地下鉄大門駅に接した、約

３．２ヘクタールの区域です。また、都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地

域である東京都心・臨海地域内に位置しております。 

 本地区は、平成２５年に浜松町駅の改良と併せた歩行者ネットワークの形成、乗換え動

線の整備などの交通結節機能の強化や、国際交流拠点の整備などにより国際競争力の強化

を図るため、都市再生特別地区等の変更を行っております。 

 今回の変更は、平成２５年以降の観光施策における要請や、周辺エリアでのまちづくり

の進展等を踏まえ、更なる国際競争力強化を図るため、行うものでございます。 

 「議案・資料」１５ページの参考図１と併せてモニターを御覧ください。 

 本計画は、既決定の取組に加えて、観光拠点・都心型ＭＩＣＥ拠点の形成に資する都市

基盤・都市機能の整備、一層の防災性向上と環境負荷低減に取り組むもので、当該緊急整

備地域の地域整備方針に沿うものであり、かつ、都市再生の効果が高いものとなっており

ます。 

 具体的な都市再生への貢献内容につきましては、主なものとして、駅南口通路の拡幅に

よる交通結節機能の更なる強化や、日本への再訪意欲を喚起する観光プレ体験施設の整備、

都心型ＭＩＣＥ誘致に寄与する国際水準の宿泊施設等の整備、旧芝離宮庭園の観光活用促

進に向けた都市機能の整備等を行います。 
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 「議案・資料」１０ページの計画図２と併せてモニターを御覧ください。 

 都市再生特別地区の都市計画変更の内容について御説明します。 

 容積率については、本計画の都市再生への貢献内容を適切に評価した上で、Ａ街区の最

高限度を１，２２０パーセントとし、一部を都市の魅力創造に資する施設などといたしま

す。 

 高さの最高限度は、高層部を２３５メートルなどといたします。 

 「議案・資料」１６ページと併せてモニターを御覧ください。完成予想図でございます。 

 参考といたしまして、国家戦略特別区域法に基づき、国家戦略特別区域会議から港区都

市計画審議会へ別途付議されております都市計画について、御説明いたします。 

 浜松町駅西口地区地区計画の変更についてでございます。 

 「議案・資料」２７ページの計画図２－１と併せて、モニターを御覧ください。 

 今回は、地区施設の変更はございません。 

 なお、地区計画の目標等について、上位計画に基づき変更いたします。 

 なお、これらの案件につきまして、令和３年９月２７日から２週間、公衆の縦覧に供し

たところ、１名１団体から２通の意見書の提出がございました。 

 資料は、お手元の白色表紙「意見書の要旨」１ページから５ページまでとなります。 

 賛成及び反対意見はなく、その他の意見が１名１団体から２通ございました。 

 主な意見の概要としましては、２ページ左枠になりますが、「国際化についての理念が薄

弱である。日本人としてのプライドを保ったうえで国際化の意義や外国人の人々の価値観

等を探り、街づくりに反映させることが望ましい。」などの意見がございました。 

 これに対する国家戦略特別区域会議の見解ですが、２ページ右枠の記載のとおりで、「本

計画地は、特定都市再生緊急整備地域の『東京都心・臨海地域（環状二号線新橋周辺・赤

坂・六本木）』に位置し、『地域整備方針』では、多様な機能を備えたにぎわいにあふれた

国際性豊かな交流ゾーンを形成することとしている。こうした上位計画等を踏まえ、本計

画では、平成２５年３月の都市計画決定時に、ＭＩＣＥ機能や、多言語対応の国際医療セ

ンター等を整備することとしており、今回の計画変更により、日本各地の魅力や楽しみ方

を多言語で発信する観光プレ体験施設や、エリアＭＩＣＥの誘致促進を図るＤＭＯ活動施

設、国際水準の宿泊施設等を整備することとしている。」というものです。 

 議第７５０４号の説明は以上でございます。 

 次に、議第７５０５号、東京都市計画都市再生特別地区品川駅北周辺地区と、議第７５
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０６号、東京都市計画地区計画品川駅周辺地区地区計画、議第７５０７号、国家戦略住宅

整備事業は、関連する案件のため、一括して御説明いたします。 

 資料は、お手元の薄茶色表紙「議案・資料」３１ページから７１ページまででございま

す。あわせて、藤色表紙「都市計画（素案）品川駅北周辺地区」も御参照ください。 

 今回の変更は、国家戦略特別区域法に基づき、国家戦略特別区域会議から東京都の都市

計画審議会に付議されたもので、事業主体は東日本旅客鉄道株式会社でございます。 

 まず、議第７５０５号の都市再生特別地区の変更について御説明いたします。 

 「議案・資料」３７ページの位置図と併せてモニターを御覧ください。 

 本地区は、国道１５号の東側に位置する南北に長い敷地であり、ＪＲ東日本の車両基地

跡地の土地利用転換に伴い、土地区画整理事業により新たに創出された、約９．５ヘクタ

ールの区域です。西側で都営地下鉄浅草線・京浜急行電鉄湘南線の泉岳寺駅に、東側でＪ

Ｒ山手線・京浜東北線の新駅である高輪ゲートウェイ駅に接しております。また、本地区

は、特定都市再生緊急整備地域の品川駅・田町駅周辺地域内に位置しております。 

 「議案・資料」４４ページの参考図１と併せてモニターを御覧ください。 

 本地区は、平成３１年に、エキマチ一体の都市基盤形成、国際ビジネス交流拠点にふさ

わしい多様な都市機能の導入、防災対応力強化とＣ４０が掲げる先導的な環境都市づくり

などにより、国際競争力の強化を図るため、都市再生特別地区等の変更を行っております。 

 その後、駅改良の整備に着手する中で、明治時代初期に鉄道を敷設するため海上に構築

された高輪築堤の一部が計画地内で出土いたしました。本年４月に、高輪築堤調査・保存

等検討委員会において方針が取りまとめられ、現地保存とすべき部分が定まりました。こ

のことを踏まえ、まちづくりと高輪築堤保存の両立を図るため、都市計画の変更を行いま

す。 

 「議案・資料」４０ページの計画図３－１と併せてモニターを御覧ください。 

 都市再生特別地区の都市計画変更の内容について御説明します。 

 高輪築堤を保存するため、３街区の計画建物を、建物の規模は変えずに東側に移動いた

します。これに伴い、建築敷地と区画道路１号が重なる部分に重複利用区域を定めます。

これにより、建築敷地が増えることから、容積率の最高限度を９１０パーセントに変更い

たします。さらに、壁面の位置の制限等についても合わせて変更いたします。 

 続きまして、議第７５０６号の品川駅周辺地区地区計画の変更についてでございます。 

 「議案・資料」６０ページの位置図と併せてモニターを御覧ください。 
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 本地区は、モニター上の一点鎖線で示す、約１８．３ヘクタールの区域です。 

 「議案・資料」６２ページの計画図２と併せてモニターを御覧ください。 

 歩行者通路２号及び５号の位置、形状を変更します。 

 また、広場７号を新たに地区施設に位置付けます。 

 「議案・資料」６３ページの計画図３と併せてモニターを御覧ください。 

 都市再生特別地区の変更にあわせて、壁面の位置の制限を変更します。 

 最後に、議第７５０７号の国家戦略住宅整備事業について御説明いたします。 

 本件についても、都市再生特別地区及び地区計画と同様、国家戦略特別区域法に基づき、

本都市計画審議会に付議されたものです。 

 「議案・資料」７１ページと併せてモニターを御覧ください。 

 対象区域は、都市再生特別地区の区域と同じです。 

 国家戦略特別区域法に基づく住宅容積率の緩和の制度を活用し、産業の国際競争力強化

及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な住宅の整備を促進するため、平成

３１年に国家戦略住宅整備事業が定められております。 

 今回は、先ほど御説明いたしました都市再生特別地区における容積率の最高限度の変更

に伴い、一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度を、地区全体で９４０パー

セントに変更いたします。 

 なお、これらの案件につきまして、令和３年９月２７日から２週間、公衆の縦覧に供し

たところ、１名から１通の意見書の提出がございました。 

 資料は、お手元の白色表紙「意見書の要旨」６ページから８ページまでとなります。 

 賛成及び反対意見はなく、その他の意見が１名から１通ございました。 

 主な意見は、７ページ左枠になりますが、「３街区の高輪築堤保存部分は、建物が間近に

迫っていて圧迫感があるため、３街区の建物のデッキの張り出しをやめるべきである。デ

ッキレベルの建物フロアをセットバックさせ、圧迫感を軽減すべきである。」などの意見が

ございました。 

 これに対する国家戦略特別区域会議の見解ですが、７ページ右枠の記載のとおりで、「当

該デッキは、高輪築堤を眺望でき、高輪築堤を身近に感じられる空間となるよう、今後事

業者において設計の詳細等を検討していくこととしている。なお、本計画では、景観形成

の方針として、高層部のボリューム分節等により建物の圧迫感の軽減を図ることとしてい

る。」というものです。 
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 議第７５０５号、議第７５０６号、議第７５０７号の説明は以上でございます。 

 次に、議第７５０８号、東京都市計画都市再生特別地区赤坂二・六丁目地区について、

御説明いたします。 

 資料は、お手元の薄茶色表紙「議案・資料」７３ページから９２ページまででございま

す。あわせて、資料〔別冊〕、さくら色表紙「都市計画（素案）赤坂二・六丁目地区」も御

参照ください。 

 今回の変更は、国家戦略特別区域法に基づき、国家戦略特別区域会議から東京都の都市

計画審議会に付議されたもので、事業主体は三菱地所株式会社、株式会社ＴＢＳホールデ

ィングスでございます。 

 「議案・資料」７７ページの位置図と併せてモニターを御覧ください。 

 本地区は、区域北側で赤坂駅に直結しており、同じく区域北側で都道４１３号線（赤坂

通り）に接した、約１．７ヘクタールの区域です。また、都市再生緊急整備地域及び特定

都市再生緊急整備地域である東京都心・臨海地域内に位置しております。 

 「議案・資料」８１ページの参考図１と併せてモニターを御覧ください。 

 本計画は、地下鉄駅を中心に、まちの回遊性を高める都市基盤の強化、国際競争力の強

化に資するエンタテインメント産業拠点の形成、環境インフラの更新と都市防災機能の強

化に取り組むもので、当該緊急整備地域の地域整備方針に沿うものであり、かつ、都市再

生の効果が高いものとなっております。 

 具体的な都市再生への貢献内容につきましては、主なものとして、駅とまちを一体的に

つなぎ、開放性とにぎわいを備えた駅まち空間を整備します。 

 また、エンタテインメント関連企業の集積する立地を生かし、スタートアップ企業やク

リエイターの成長を支援する産業支援機能を整備いたします。 

 さらに、最先端のエンタテインメントを提供・発信する劇場・ホール、約１万１，００

０平方メートルのほか、外国人を含む観光・ビジネス客等の短期及び中長期滞在の場とし

て宿泊・滞在施設、約１万２，０００平方メートルを整備いたします。 

 「議案・資料」の７３ページから７６ページ及び７９ページの計画図２と併せてモニタ

ーを御覧ください。 

 都市再生特別地区の都市計画変更の内容について御説明します。 

 容積率については、本計画の都市再生への貢献内容を適切に評価した上で、最高限度を

地区全体で１，２００パーセントといたします。また、街区ごとにも最高限度を定め、Ａ
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街区においては１，５９０パーセントとし、一部を国際的・先進的なビジネス活動を促進

する施設といたします。 

 高さの最高限度は、Ａ街区においては、高層部を２３０メートル、低層部を４０メート

ルなどといたします。 

 「議案・資料」の８２ページと併せてモニターを御覧ください。完成予想図でございま

す。 

 参考といたしまして、国家戦略特別区域法に基づき、国家戦略特別区域会議から港区都

市計画審議会へ別途付議されております都市計画について、御説明いたします。 

 まず、赤坂二・六丁目地区地区計画の決定についてでございます。 

 「議案・資料」の８３ページから８６ページまでと併せてモニターを御覧ください。 

 地区施設として、地下鉄駅前広場、歩行者通路、歩道状空地などを位置付けます。 

 次に、第２１号氷川駐車場の変更についてでございます。 

 「議案・資料」の９１ページと併せてモニターを御覧ください。 

 駅を中心とした交通結節拠点の形成を図るために区域や面積などを変更し、モニター上、

黄色で示す範囲を廃止、赤色で示す範囲を新規に追加いたします。 

 案件の説明は以上です。 

 なお、これらの案件につきまして、９月２７日から２週間、公衆の縦覧に供したところ、

１名から１通の意見書の提出がございました。 

 資料は、お手元の白色表紙「意見書の要旨」９ページ及び１０ページとなります。 

 賛成及び反対意見はなく、その他の意見が１名から１通ございました。 

 主な意見は、９ページになりますが、「歩行者通路１号は一ツ木通りの延長にあり、都市

計画上も本街区の重要な通路であります。現在も歩行通路となっていますが、大変にさび

れています。本計画においては『町に開かれた』と標榜されている趣旨に則り民有地から

の人の出入りが可能とするようお願いいたします。」などの意見がございました。 

 これに対する国家戦略特別区域会議の見解は、９ページ右枠の記載のとおりで、「地区施

設である歩行者通路１号は、赤坂通りから地区南側への歩行者動線を強化し、周辺市街地

の回遊性の向上を図るため、広く一般に開放されるものである。また、緑化空間を創出す

る広場３号と一体的に整備することとしている。隣接する敷地との出入り等の具体的な設

えについては、地区施設を定める趣旨を踏まえ、今後、事業計画の具体化に合わせて事業

者と協議していく。」などというものです。 
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 議第７５０８号の説明は以上でございます。 

 次に、議第７５０９号、東京都市計画都市再生特別地区渋谷二丁目西地区と、議第７５

１０号、国家戦略住宅整備事業は、相互に関連する案件のため、一括して御説明いたしま

す。 

 資料は、お手元の薄茶色表紙「議案・資料」９３ページから１３８ページまででござい

ます。あわせて、灰色表紙「都市計画（素案）渋谷二丁目西地区」も御参照ください。 

 まず、議第７５０９号、都市再生特別地区の変更について御説明いたします。 

 今回の変更は、国家戦略特別区域法に基づき、国家戦略特別区域会議から東京都の都市

計画審議会に付議されたもので、事業主体は渋谷二丁目西地区市街地再開発準備組合、東

京建物株式会社でございます。 

 「議案・資料」９６ページの位置図と併せてモニターを御覧ください。 

 本地区は、渋谷駅の東側３００メートルほどに位置し、区域北側で区道１０４７号線（宮

益坂）に、区域南側で都道４１２号線（六本木通り）及び首都高速３号渋谷線に接した、

約２．９ヘクタールの区域です。また、都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備

地域である渋谷駅周辺地域内に位置しております。 

 「議案・資料」１００ページの参考図１と併せてモニターを御覧ください。 

 本計画は、渋谷の広域交通機能の強化と、東口エリアにまちの広がりを生む都市基盤整

備、国際競争力強化に資する都市機能の導入、防災対応力強化と環境負荷低減に取り組む

もので、当該緊急整備地域の地域整備方針に沿うものであり、かつ、都市再生の効果が高

いものとなっております。 

 具体的な都市再生への貢献内容につきましては、主なものとして、既存のバスターミナ

ル施設と連携し、国際空港や地方都市を結ぶ大規模バスターミナルを整備いたします。 

 また、次世代イノベーションの創出に向けて、分野を超えた幅広い教養と専門性を持つ

人材の育成を図るＳＴＥＡＭ人材育成拠点、約４，５００平方メートルを整備いたします。 

 さらに、渋谷に訪れる多くの外国人の観光やビジネスでのニーズに対応した国際水準の

宿泊施設、約１万７，０００平方メートルを整備いたします。 

 「議案・資料」の９３ページから９５ページ及び９８ページの計画図２と併せてモニタ

ーを御覧ください。 

 都市再生特別地区の都市計画変更の内容について御説明します。 

 容積率については、本計画の都市再生への貢献内容を適切に評価した上で、最高限度を
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地区全体で１，２７０パーセントといたします。また、街区ごとにも最高限度を定め、Ｂ

街区においては１，５８０パーセントとし、一部を居住・滞在施設、国際的、先進的なビ

ジネス活動を促進する施設といたします。 

 高さの最高限度は、Ｂ街区においては、高層部Ａを２０８メートル、低層部Ｂを４０メ

ートルなどといたします。 

 「議案・資料」の１０１ページと併せてモニターを御覧ください。完成予想図でござい

ます。 

 続きまして、議第７５１０号の国家戦略住宅整備事業について御説明いたします。 

 本件についても、国家戦略特別区域法に基づき、東京都の都市計画審議会に付議された

ものです。 

 「議案・資料」の１３７ページ及び１３８ページと併せてモニターを御覧ください。 

 対象区域は、都市再生特別地区の区域と同じく、約２．９ヘクタールの区域でございま

す。 

 今回、国家戦略特別区域法に基づく住宅容積率の緩和制度を活用し、産業の国際競争力

の強化及び国際的な経済活動の拠点を形成するために必要な住宅を整備するため、国家戦

略住宅整備事業を定めるものです。その一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高

限度の数値の算出方法などを定め、本計画においては、地区全体の容積率の最高限度を１，

３００パーセントといたします。 

 参考といたしまして、国家戦略特別区域法に基づき、国家戦略特別区域会議から渋谷区

都市計画審議会へ別途付議されております都市計画について御説明します。 

 まず、渋谷駅東口地区地区計画の変更についてでございます。 

 「議案・資料」の１０２ページから１２９ページまでと併せてモニターを御覧ください。 

 地区施設として、都市再生特別地区の区域内において、区画道路や歩行者専用通路、広

場などを位置付けます。 

 次に、渋谷二丁目西地区第一種市街地再開発事業の決定についてでございます。 

 「議案・資料」の１３０ページから１３４ページまでと併せてモニターを御覧ください。 

 都市再生特別地区を定める区域のうち、Ａ街区及びＢ街区において、土地の合理的かつ

健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、市街地再開発事業を決定いたします。 

 次に、第９号渋谷二丁目バスターミナルの変更についてでございます。 

 「議案・資料」の１３５ページ及び１３６ページと併せてモニターを御覧ください。 
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 国際化に対応した渋谷駅周辺の交通結節機能の強化を図るため、バスターミナルを追加

いたします。 

 案件の説明は以上です。 

 なお、これらの案件につきまして、９月２７日から２週間、公衆の縦覧に供したところ、

１名から１通の意見書の提出がございました。 

 資料は、お手元の白色表紙「意見書の要旨」１１ページ及び１２ページとなります。 

 賛成及び反対意見はなく、その他の意見が１名１通ございました。 

 そのうち、事業施行に関する主な意見としては、１１ページになりますが、「渋谷駅はす

り鉢状の底辺に位置し、Ｍ７．３レベルの首都直下地震が今後３０年以内に約７０％の確

率で起こると予想される状況下での計画だけに、地震・水害等の対策ならびに、その対応

策に対して、いかほどの費用増を強いられているのか」などの意見がございました。 

 これに対する国家戦略特別区域会議の見解は、１１ページ右枠の記載のとおりで、「本計

画では、大規模災害発生時の帰宅困難者の一時滞在施設の確保や食料等の備蓄等を行うと

ともに、「渋谷駅帰宅困難者対策協議会」等と連携して災害時の情報発信等に取り組むこと

としている。また、地震・水害時においても建物の機能を維持するため、３日間以上の電

力供給を確保する非常用発電機を整備し、上階に配置する計画としている。事業に要する

費用については、今後、事業者が計画の具体化にあわせて検討していく。」などというもの

です。 

 日程第１の説明は以上でございます。 

【原田（保）会長】  以上で説明は終わりました。それでは、日程第１につきまして御

質問、御意見等ありましたら、お願いいたします。 

 はい、２１番、原田委員、お願いします。どうぞ。 

【原田（あ）委員】  ２１番、原田あきらです。 

 それでは、四つの地域の都市再生特別地区について、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 私、この間、都市再生の名の下に進められてきた、容積率緩和による巨大開発の問題を

方々で取り上げてまいりました。景観を破壊し、ヒートアイランド現象を加速させる問題、

気候危機打開に逆行する問題、持続可能なまちづくりに反する点などなど、様々な問題が

各地で噴出しています。 

 そこで、都市整備局にお聞きしますが、今回四つの都市再生特別地区でも大変な規模の

容積率緩和が行われています。そこで、都市整備局の基本的な認識を伺いたいのですが、
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一般的に、容積率というものが定められていることの意義をどのように理解していますか

と。容積率が緩和されることの問題点にはどのようなものがあると言われているか、知見

をお示しください。 

【中山担当部長】  議長、中山担当部長 

【原田（保）会長】  どうぞ、中山部長、お願いします。 

【中山担当部長】  都市計画運用指針では、市街地における土地利用については、マス

タープランにおいて目指すべき市街地像を明らかにした上で、その実現のため、土地利用

に関する各種制度を積極的に適用すべきとなっております。 

 また、用途地域に定める容積率等につきましては、市街地における建築物の密度、高さ、

敷地の状況、道路の整備状況、公園その他の有効なオープンスペースの状況等を勘案して、

適切に定めることとされており、容積率等の緩和に係る制度については、地域の特性に応

じて柔軟な運用を図ることにより、土地の高度利用が促進されるよう措置することが望ま

しいとされております。 

 都の都市計画区域マスタープランにおいて、土地の高度利用に関する方針として、中枢

広域拠点域では、都市再生特別地区等を活用し、中枢業務機能や国際交流を促進する機能

等を集積する都市再生を進めるとしており、都市再生特別地区では、その実現に必要な容

積率を定めております。 

 都市再生特別地区を活用するに当たっては、容積率については評価対象である都市再生

への貢献内容について、さらに交通処理など周辺地域への影響、あるいは周辺開発とのバ

ランスなども考慮し、総合的に評価、判断して定めております。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員 

【原田（あ）委員】  委員長からも簡潔に答弁と言われましたが、今、都市再生特区に

ついて聞いていませんので、私の質問に真正面から答えてないわけですよね。容積率を緩

和するとどのような弊害があると言われていますかと、シンプルに聞いたんですね。これ、

この都市計画の分野で、すごく当たり前のことを聞いていて、誰でも答えられると思うん

です、専門家の方だったら。それが、わざわざ言えないと。不思議です。 

 一般論でお聞きしたんで、もう一回聞きたいけど、今の長いのがもう一回来ると嫌なの

で、例えば、むやみな容積率の緩和は無秩序なまちをつくってしまうということはよく言

われてるというわけですけど、それは認められますよね。 

【小野幹事】  委員長、都市づくり政策部長 
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【原田（保）会長】  はい、都市づくり政策部長 

【小野幹事】  一般的なお話でしたので、私のほうから基本的な考えをお話ししたいと

思います。 

 まず、用途地域や容積率は、一般的には、地域の将来像や道路・鉄道などの都市基盤の

整備状況、敷地・街区の規模など勘案し、用途地域の指定基準に基づき指定をしておりま

す。 

 これに対しまして、都市再生特別地区は、土地の高度利用を図ることが望ましい、例え

ば、都心部などのエリアにおいて敷地・街区がまとまっており、比較的大きく周囲の道路

の整備状況も良好で、公共貢献の内容や建築計画も優良であることを前提に、原則的な容

積率制限を解除、言い方を変えれば、容積率を緩和するものではございます。原則的な容

積率制限を緩和するんだから、何か問題が生じるのではないかという御指摘でございます

が、今説明したように特例的な場合であり、さらに、道路基盤への負荷や周辺環境への影

響などを検証した上で、また、電波障害など影響がある場合には必要な対策を行うことを

条件とした上で都市計画審議会に付議しており、問題はないと認識しております。 

【原田（あ）委員】  いや、だから…… 

【柴﨑委員】  質問が悪いんだよ。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  容積率を緩和した場合にどういう弊害があると一般的に言われて

いるかということについてですね、逆に今は、どんなに緩和しても問題はないと最後言っ

たんですね。恐ろしい答弁ですけど、特区について言ったのかもしれませんけど、容積率

というのはですね、やっぱり規制なんですよね。それはひとえに、人々の住環境、あるい

は都市としての環境をですね、守るためにあるわけです。 

 むやみな緩和は、例えば、その地域のですね、この容積率、その地域の人口をコントロ

ールする機能とも言われているわけですね。むやみに緩和すれば人口のコントロールを失

い、行政サービスやインフラの不足を生み出します。公共交通機関の混雑、保育不足、学

校の超過密化、あるいは、災害時、都心部からの大量の帰宅困難者、さばき切れない。各

地の再開発地域で、そうした事態が危惧されてるわけですね。もちろんヒートアイランド

現象や気候変動を生み出すことも昨今大問題となっています。 

 私、調べてみたんですが、この１０年間で、都内で１００メートルを超える超高層ビル

の建設、何棟あったのか調べてまいりました。５０棟か、６０棟か。実はですね、１１７
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棟ありました、１０年間で。確かに、本日の都計審にも三つの都市再生特区、一つの特定

街区、二つの地区計画で、１０本の超高層ビルが新たに決定されます。たった１回の審議

会案件でこれですから、もうその規模とスピードはですね、このコロナ禍にもかかわらず、

逆に増大しているというふうに感じています。 

 ２月に審議されました都市計画区域マスタープランの改定では、開発拠点の数がですね、

それまでの３２か所から８５か所に、２．７倍増えたわけですよ。そうした開発拠点の一

つ一つに何本もの超高層ビルが建つわけですが、これまで、その一本一本の巨大ビルに膨

大な容積率の緩和を行ってきたのが本審議会です。今このコロナ禍で、気候危機の真った

だ中で、私たち都市計画審議会の責任は非常に重くなってきているんだということを改め

て思うわけです。 

 ただし、よくこの特区のですね、素案の冊子見てみますと、環境問題についても配慮し

た記載が、どの素案にもちゃんと書いてあるんですね。それは主にですね、その計画、こ

の計画がどのような地域の方針や計画に基づいてるかを示した、地区の位置付けっていう

項目で出てきます。 

 そこでお聞きしますが、都市再生特別地区の都市計画素案資料には、計画に関わる理由

書として、地区の位置付けが示されています。例えば浜松町二丁目４地区の素案には、地

区の位置付けとして、４１の計画や方針が示されていますが、まずお聞きしておきたいん

ですけど、この特区の計画自体は地区の位置付けに示された計画や方針とどのような関係

性にあると考えればいいのか、お示しください。 

【中山担当部長】  議長、中山担当部長 

【原田（保）会長】  はい、中山部長、お願いします。はい、お願いします。 

【中山担当部長】  一般的に、提案内容については、地域整備方針や都市計画区域マス

タープラン等の上位計画に整合することが求められております。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員 

【原田（あ）委員】  なるほどですよね。要は、地区の位置付けに示された様々な計画

や方針に、この浜松町二丁目の計画ではですね、この今回の再開発の様々な提案も合致し

なければならないということだと、そういう答弁です。 

 であるならば、浜松町二丁目４地区の計画素案でいえばですね、地区の位置付けの２４

番目にゼロエミッション東京戦略２０２０ Ｕｐｄａｔｅ＆Ｒｅｐｏｒｔが位置付いてる

わけです。これに今回の計画は合致しなきゃいけないんだと、先ほどの答弁です。 
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 言うまでもなく、これはですね、小池都知事が２年前に発表したゼロエミ東京戦略を、

今年、ダボス会議に出席した際、更に目標を高く上げて発表したものです。２０３０年ま

でに、つまり、あと９年弱で、温暖化ガス排出量を、当初２０００年比３０パーセント削

減という目標から、一気に引き上げて５０パーセントまで削減するんだと宣言して帰って

きたわけです。これ、もうもはや国際公約レベルの計画です。掲げたふりで終わらせるわ

けにはいかないですよね。 

 ところが、東京都は、そもそも５０パーセントの削減、排出、温暖化ガス排出削減どこ

ろか、現在ですね、２０００年比で２．８パーセント増えちゃってんですね。 

 ちなみに、現在、環境局は増大する温暖化ガス排出抑制策に取り組んでるところですが、

その額は毎年数百億円に上ってます。２００億とか３００億とかです。気候危機対策って

のはお金のかかるものであってですね、もう勝手気ままに開発やその他で温暖化ガス出さ

せちゃもういけない状況に来てるんですよ。 

 環境のことは、お金の計画もですね、全部環境局がやることで、都市計画はとにかく多

く、大きくつくることだけ考えてればいいと思ってるんだとしたら、とんだ時代遅れの行

政です。 

 そこでお聞きします。今回、四つの都市再生特別地区によって増えるＣＯ２はどれほど

の規模になるのか。開発前と開発後、ＣＯ２の数値をお示しください。なおですね、浜松

町二丁目４地区については、今回容積率を緩和するＡ街区のＣＯ２排出量についてで構い

ませんので、お示しください。 

【中山担当部長】  議長、中山担当部長 

【原田（保）会長】  はい、中山部長、どうぞ。 

【中山担当部長】  開発前の建築物からのＣＯ２排出量は、浜松町二丁目４地区のＡ街

区は年間約１万５，２００トン、赤坂二・六丁目地区が約８，６００トンとなっておりま

す。品川駅北周辺地区は、線路敷きであったため、ほとんどゼロでございます。また、渋

谷二丁目西地区については、エネルギー実績等が把握できないため、地区全体のＣＯ２排

出量を算定できません。 

 開発後の建築物からのＣＯ２排出量でございますが、省エネカルテにおいて対象外とな

っている住宅部分を除くこととなりますが、環境面での先進的な取組により、最高水準の

環境性能を確保し、目標としたＣＯ２排出原単位以下とするなど一定の仮定条件を基に試

算すると、浜松町二丁目４地区のＡ街区は年間約２万６，２００トン以下、赤坂二・六丁
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目地区は年間約１万３，７００トン以下、品川駅北周辺地区が、住宅を除き、年間約５万

３，０００トン以下、渋谷二丁目西地区が、住宅を除き、年間約１万８，２００トン以下

となっております。 

 さらに、例えば渋谷二丁目西地区では、太陽光発電の拡充や再生可能エネルギー由来の

電気の受入れの推進など、再生可能エネルギーの利用拡大を推進することなどによりＣＯ

２の更なる低減を図ることとなっておりますし、他の地区につきましても、いずれも再生

可能エネルギー由来の電気の受入れの推進等を行いまして、同様にＣＯ２排出量の更なる

低減を図っていくこととしております。 

【原田（保）会長】  すみません、環境問題については取りあえずこれでよろしいんで

すか。環境問題についての御質問ですか。 

【原田（あ）委員】  あ、私ですか。 

【原田（保）会長】  ええ。どうぞ、原田委員 

【原田（あ）委員】  ああ、いや、今、従前従後のやつを聞いたので、大丈夫です。 

【原田（保）会長】  取りあえずお答えになってますよね。 

【原田（あ）委員】  ああ、なってます。 

【原田（保）会長】  はい。また別件です、別なテーマですか。 

【原田（あ）委員】  ええ。 

【原田（保）会長】  はい、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  今の答弁ですけれども、恐るべき数字です。浜松町のＡ街区や品

川駅北周辺地区ので、住宅分を除いたとしてもですね、四つの特区で１１万トンで、この

後出てくる内幸町と広町地区のですね、環境、開発と合わせて、年間ＣＯ２排出量ですね、

全部で２７万トンを超える計画規模になってんですね、今日の審議にかけられる案件だけ

で。開発前よりも増える排出量だけでも約１０万、１４万トンです、開発前より増えた分

だけで。最高の環境性能を施して建て替えるんですよ。なのに、大き過ぎるから、容積率

をばかすか皆さん上げちゃうから、この中で１４万トン、逆に増えちゃうわけですよ。 

 このＣＯ２の排出量がどれほどのものかといいますとですね、今回も林野庁の計算式を

使うと、樹齢４０年に育った杉の木が、東京ドーム３，３８５個分育っていないと吸収で

きないＣＯ２の量です。もうちょっと分かりやすく言うと、杉並区でいうと５個分弱と、

世田谷区なら３個分弱の森林が必要と、樹齢４０年の森が。そのくらいの森林で覆わない

と吸収できないほどのＣＯ２を、今日審議する開発だけで出してしまうわけです。地球が
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温暖化するはずなんですよ、そりゃ。 

 ただし、答弁はですね、再エネを利用するからＣＯ２排出量は少なくなるんだと言うん

ですね。しかしですね、それではゼロエミ戦略アップデートに即したとは言えません。四

つの都市再生特区の全ての地区の位置付けにゼロエミッション東京戦略２０２０ Ｕｐｄ

ａｔｅ＆Ｒｅｐｏｒｔが示されていますが、同戦略にはですね、温室効果ガスを２０００

年比５０パーセント削減という目標と共に、これ、再エネを使えば何とかなるかもしれま

せん、でも、エネルギー消費量自体をですね、２０００年比５０パーセント削減という目

標があるんですね。そうしないと、この東京のですね、排出量、全部自然エネルギーなん

かで賄えないんだから、そもそもエネルギー消費量を下げないと間に合わないよねってい

う計画なんです。 

 ですので、再開発ビルがどんなに環境性能を備え、再生可能エネルギーを使おうともで

すね、エネルギー消費量削減の目標には相反してしまう状況について、都市整備局の課題

認識をお示しください。 

【中山担当部長】  議長 

【原田（保）会長】  はい、中山部長、どうぞ。 

【中山担当部長】  環境局のゼロエミッション東京戦略２０２０ Ｕｐｄａｔｅ＆Ｒｅｐ

ｏｒｔでは、都内エネルギー消費量の２０００年比５０パーセント削減をすることとして

おります。その実現に向けては、エネルギー性能等のより優れた建物の建築の推進、建物

運用時におけるキャップ・アンド・トレード制度等による更なる省エネ対策、太陽光発電

などの再エネ利用の拡大等の取組により達成していくことと理解しております。 

 その一環として、一般的に都市再生プロジェクトにおきましては、エネルギー性能の優

れた建築物を推進するために、最先端の環境技術の導入等により、省エネルギー性能及び

建物の熱負荷に対する性能を最高水準とするとともに、地域冷暖房施設の導入により地

区・街区単位でのエネルギー有効利用などを促進し、ゼロエミッション東京の実現に向け

て取り組むこととしております。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員 

【原田（あ）委員】  答弁、確かにゼロエミ戦略にはですね、エネルギー消費５０パー

セント削減と書いてあるけれども、要は、このビルだけ再エネを使ってＣＯ２排出はない

ようにすればいいんでしょと、そういう答弁ですよね、今のは。エネルギー消費について

は目標なんか達成しなくたって、逆にどんどん出したって知ったこっちゃないんだと、そ
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ういう答弁ですよね、今のは。違うんですか。何か言い訳があれば、ちょっと聞いてみた

いです。 

【原田（保）会長】  ありますか。どうぞ。中山部長、どうぞ。 

【中山担当部長】  環境局のゼロエミッション東京戦略におきましても、建築物のエネ

ルギー性能等のより優れた建築の推進などが重要視されております。その一環として、都

市再生プロジェクトにおきましては、エネルギー性能の優れた建築物を推進しておりまし

て、最先端の環境技術の導入によりまして、省エネルギー性能及び建物の熱負荷に対する

性能を最高水準とするなどの取組も行っております。また、地域冷暖房などの導入による

地区・街区単位でのエネルギー有効利用なども促進しておりまして、このようにゼロエミ

ッション東京の実現に向けて取り組んでいるところでございます。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  分かりました。要は、本当にそれもね、実現できるか分かんない

んですよ。だって、この間ずっと聞いている全ての特区の計画がみんな、私たちは再生可

能エネルギーを使いますって、みんな言うんですよ。ただね、そんな再生可能エネルギー、

供給量がないでしょう、東京のこの膨大なエネルギーを賄うほどの。だから、エネルギー

も一緒に、消費エネルギーも下げなきゃいけないって言っていて、しかも、さっきの地区

の位置付けの書いてあることは全部合致をしている計画になってるんだと言うから聞いた

わけですよ。じゃ、消費エネルギー５０パーセント削減はこの計画の中でどう位置付いて

るんですかって聞いたら、それについては答えられないどころか、再生可能エネルギーだ

け使えば、別に消費エネルギーの目標は知らないんだと、そういう答弁がですね、出てき

たと理解しています。 

 再生可能エネルギーにまだまだ限りがある中、東京都の場合はですね、消費エネルギー

自体を減らさないと２０３０年までに間に合わないよねというのがですね、２０３０アッ

プデートなんですよね。そんなときに、今日の計画だけでですね、２０３０年までに減ら

さなきゃいけない、これ、環境局から聞いてきたんですけれども、大体３９０億キロワッ

トアワーというエネルギー消費量を、今日の計画だけで、減らすどころか、実にですね、

０．９パーセント、約１パーセント増やしてしまう計画になってるんですね。今日のだけ

でですよ。３０パーセント減らさなきゃいけないとか言ってるときに、あ、５０パーセン

トか、で、１パーセント増えちゃう。 

 この２０年のエネルギー消費量を、私、部門別に調べてまいりました。産業部門は、こ
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の２０年で半減してました、エネルギー消費量。運輸も半減してました。そして、オフィ

スビルなどを含む業務部門は、これほどの不況の影響や改築の際の環境性能の向上にもか

かわらず、大規模化がたたり、そして、どんどんと無数に建てていくことがたたって、ほ

とんど、この業務部門はエネルギー消費量減っていませんでした。まさに容積率の緩和と

いう錬金術が、不況を物ともせずにですね、恐ろしい規模の開発を呼び込み、後は野とな

れ山となれと言わんばかりに、見過ごされてるわけですよ。 

 この審議会の審議のですね、一つ一つが今、気候変動に直結してしまってるということ

の事の重大さを、私たち委員は今こそ感じなければならないのではないかなと。 

 ヒートアイランド現象、最後に聞こうと思ったんですけど、ちょっと早めて聞きたいん

ですが、ヒートアイランド現象も重大な問題でして、例えば品川駅北周辺地区の計画では、

Ｃ４０が掲げるですね、先導的な環境都市づくりを掲げ、環境負荷低減としてヒートアイ

ランド対策を挙げてるんですね。そこにはこう書いてあるんです。東京都区部南側に位置

し、後背地に都心内陸部を抱える地区の、品川駅北地区のことですね、地区の立地特性を

踏まえ、東京湾から流れ込む風を都心部に取り込み、都市空間の暑熱化を防ぐなどの環境

改善に寄与する風の道の確保に取り組むというふうに書いてあるんですね、この計画にで

すよ。本計画によってですね、むしろ海風を遮る巨大な建物が現れるわけですよね。それ

を、容積率を緩和して、より大きな再開発を行わしてあげればですね、ヒートアイランド

対策に背く計画にほかならないと思うわけです。 

 ヒートアイランド現象にも大きく影響する風の通り道については、品川駅・田町駅周辺

まちづくりガイドライン２０２０にも記載があり、一つお聞きします。３街区の計画変更

については、品川区、田町駅周辺まちづくりガイドライン２０２０に記載のある風の道確

保等に関するガイドラインに基づきシミュレーションをし直したのかと。また、し直した

のであれば、その資料を示してほしいのですが、いかがでしょうか。 

【中山担当部長】  議長、中山担当部長 

【原田（保）会長】  はい、中山部長、どうぞ。 

【中山担当部長】  品川駅北周辺地区の３街区の計画変更につきましては、品川駅・田

町駅周辺ガイドライン２０２０に記載のある風の道確保等に関するガイドラインに基づき、

事業者が改めてシミュレーションを行っております。 

 なお、風の道の評価は、評価風速は建物の建設後においても評価範囲の面積の５０パー

セント以上で確保されていることを確認するものでありまして、シミュレーションの資料
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においては、本計画変更後の建物形状であっても、それを上回っていることを都として確

認しております。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  やってるということなので、その資料についてはちょっと後に入

手しですね、今後の研究としたいと思いますけれども、いずれにしてもですね、風の道を

つくるのだとしながら、容積率まで緩和してですね、風の通り道を塞ぐ建物を建てるとい

う計画が、私は、どこを見ればね、持続可能なまちづくりと言えるのかと。 

 ちなみに、この地域の４棟のビルで、先ほど答弁があったのはですね、５万３，０００

トンのＣＯ２が出ることになるわけですね、今まで何にもなかったところに。 

 さて、品川駅北周辺地区、いわゆる高輪ゲートウェイの開発では、驚くべき史跡の発見

が報告されました。高輪築堤です。 

 東京新聞の記者が車窓から偶然見つけましたが、実は、ＪＲ側は、その発見、分かって

いました。記者が貝塚が出たのではないかと聞いたところ、貝塚ではないが、昔のものが

出てきて調査中と、その東京新聞の記者に回答してるんですね、当時、ＪＲ側は。しかし

ですね、この記者が方々に話を聞く中で、それが高輪築堤だと分かり、東京新聞が第一報

を報じたわけです。 

 １８７２年、日本で初めて鉄道を敷く際、当時の新橋から横浜間、２．９キロの区間の

うち、海軍の用地を避けるなどの理由で、田町から品川までの約２．７キロを、何と海の

上に建設した約６．４メートル幅の堤です。浅瀬に盛土して、周辺を石垣で固めました。

その海上築堤を走る機関車の美しさは、明治時代の錦絵に幾度も描かれたほどです。 

 昭和初期までの埋立てで、正確な位置はもはや分からなくなっていましたが、今回、高

輪ゲートウェイの開発によってですね、思いもよらぬ発見となったんですね。山手線の橋

脚の下が高輪築堤だったんですよね、掘ってみたら。だから、山手線の橋脚を支えられる

だけの物すごい固い堤を造ることができていたと、当時の人たちの技術で。 

 高輪で、国指定史跡「旧新橋停車場跡」に一連となるですね、優れた遺構ですが、ＪＲ

の発表は、この東京新聞の報道から１０日を過ぎてからのことでした。 

 日本イコモスが高輪築堤の全面保存を求めていることを都として認識しているか、お聞

きします。また、高輪築堤の保存が求められる理由をどう認識していますか。 

【原田（保）会長】  はい、中山部長、どうぞ。 

【中山担当部長】  中山部長 



 -22-

 令和３年５月２４日付けで、日本イコモス国内委員会から文部科学省や文化庁をはじめ

関係機関へ要望書が提出されたことは認識しております。築堤保存が求められている理由

につきましては、日本イコモスの要望書では、文化遺産としての世界的な意義と価値、土

木史上の意義と価値などの観点が挙げられております。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  日本イコモス委員会から全面保存の要望書が出ていることを、都

市整備局も確認していることが分かりました。しかし、もうちょっと豊かにですね、この

文化遺産のですね、ことを聞いたんですから、語ってもらえないのかなと思ったんですけ

ど。 

 まさにですね、イコモスが指摘するように、世界的な意義と価値があるんだと。つまり、

世界遺産級だと言われてるわけですよ、イコモスからそう言われてるということは。日本

初の信号機跡も見つかっていますし、何といっても、当時としては世界的にも珍しい海上

築堤です。西洋の土木技術と日本の江戸時代以来の土木技術が融合されたものであり、こ

の発見はですね、日本近代化土木遺産として、鉄道史のみならず近代史上、土木史上、産

業史上、重要な位置を占めると高輪築堤調査・保存等検討委員会から指摘されています。 

 都計審にすごい勢いで計画が提案されてくる国際級ホテル、本当に商売としてうまくい

くのかと心配になりますけど、この高輪ゲートウェイのホテルはですね、人気が出るかも

しれませんよね。何といっても、世界遺産になるかもしれない高輪築堤のですね、８００

メートルにわたる迫力を眼下に見下ろすことができるわけですから、私が言うのもなんで

すが、これは再開発にとっても大きな価値なんです。 

 しかし、やはりこの高輪築堤は何よりも日本の誇るべき宝なんだと、日本の誇りなんだ

ということをですね、改めて指摘したいと思うんです。ところがですよ、驚くべきことに

ＪＲ東日本は、この開発を優先する立場から、自らのルーツであるこの高輪築堤を全面保

存することを拒み、一部保存、そして信号機跡などの移築保存。この信号機はですね、こ

こにあるってことがすごく大事なんです。それを移築保存。多くを記録保存としてしまっ

たわけです。この記録保存というのが、文化庁によるとですね、遺跡等がやむを得ず現状

のまま保存できない場合に、事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し、あとは壊してし

まうということを言うわけですよ。一部の石組みをばらして保存することでは、当時の美

しい歴史的景観をよみがえらせることなどできません。大体、やむを得ず保存ができない

なんていうことはないわけですよ、今は。まだ巨大なビルはこれから建つんですから、幾



 -23-

らでも保存に奔走すること可能なんじゃないでしょうか。 

 しかし、ＪＲばかりを責めるのも、この問題の全体像は見えてこないと思ってます。そ

もそも文化財が発見されたときに、日本の場合、発見された場所の地権者に、所有者に調

査も保存も任されてしまうと。しかも、補助もないため、強制力も働かず、今回のように

文化財が記録保存で破壊されてしまうわけですよね。 

 そこで、私、東京都は何をしたのかな、それがすごい問われてるなと思うんです。そこ

でお聞きします。都としてＪＲ東日本に対し高輪築堤の全面保存を求めたのか、伺います。 

【中山担当部長】  中山部長 

【原田（保）会長】  中山部長、どうぞ。 

【中山担当部長】  高輪築堤の調査、保存等につきましては、有識者に加え文化庁をは

じめとした関係機関が参加した高輪築堤調査・保存等検討委員会において議論・検討が行

われ、保存等の方針が取りまとめられました。その後、現地保存とすることとなった箇所

については、文化審議会の答申を受け、国において史跡指定が告示されております。 

 都といたしましては、今回の都市計画変更案は当該方針や史跡指定を踏まえたものとな

っておりまして、まちづくりと高輪築堤保存の両立の観点から、適切なものと認識してお

ります。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  私のですね、質問に答えてないわけですよね。もう一度お聞きし

ますけれども、都として全面保存を求めたのですか。求めたか、求めてないかをお答えい

ただきたい。全面保存じゃなくても、都市整備局がこの計画に際し、というか、この計画

の中で出てきたこの遺跡について、ＪＲと保存について語り合う場面、都市整備局じゃな

くて東京都として、あったのかどうかって聞いてるんです。 

【原田（保）会長】  はい、中山部長、どうぞ。 

【中山担当部長】  中山部長 

 都市整備局といたしましては、まちづくりの調整や都市計画手続を担う立場でございま

して、先ほど御答弁いたしました、今回の都市計画変更案は保存等の方針や史跡指定を踏

まえたものとなっておりまして、まちづくりと高輪築堤保存の両立の観点から適切なもの

と認識していたため、それ以上のことをＪＲ東日本に対して求めてはおりません。 

【原田（あ）委員】  東京都は、都としては。 

【原田（保）会長】  はい、どうぞ。 
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【中山担当部長】  東京都といたしましては、先ほどの高輪築堤の調査・保存等検討委

員会に教育庁等がオブザーバーとして参加しております。教育庁からは、ＪＲ東日本に対

して高輪築堤の全面保存を求めてはいないと聞いております。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  私、現地に行って、港区の職員にもいろいろ聞いてみました。教

育庁にもお聞きしてみました。教育庁にお聞きしたところ、地域教育支援部はですね、港

区に対して保護方よろしくというふうにですね、港区の教育委員会に伝えているんですね。

保全の在り方についてまでは、全面保存だとかは言ってませんけれども、これ、重要な遺

跡だよと、保存すべきだよと言っていると。教育庁はですね、港区と一緒に、ＪＲと懇談

会の場を持ってますよ。やることやってんですよ、ちゃんと。 

 ところが、先ほどの答弁、２回目の答弁にありましたけど、都市整備はまちづくりを担

う立場だと。保存については教育庁がやればいいと。とにかく都市整備はまちをつくるこ

とばっかりなんだと。さっきの環境局の環境の問題もそうですよね。気候変動なんか知っ

たこっちゃないと。もう我々はとにかくまちをつくるだけなんだと。 

 そういうのが本当にね、この文化の面でも気候の問題でも、やっぱり今日の審議会では、

この都市整備局の仕事って何なのかなっていうのが、もっと豊かになってかないといけな

いんじゃないのかなっていうのをすごく感じさせられたわけです。情けないですよ、率直

に言って。都市計画のまちづくりのですね、最前線がこれで、どうして国際都市を標榜で

きるのかと。国際都市を語る前に、海外からのですね、来訪者に語るだけの歴史と文化を

残して、学んでおかなければいけないじゃありませんか。世界遺産級の、しかもですよ、

鉄道１５０年を目前とした今ですね、新しい駅を開設するに当たり、日本最初の鉄道が発

見されたなんていうですね、とんでもないですね、文化遺産のプレゼント、ドラマをです

ね、プレゼントしていただいたのに、高くて大きいビルのために、これを壊して一部保存

でとどめてしまうと。こういうことは本当にもってのほかだということを私は指摘したい

と思うんです。 

 気候変動の問題でも、こういう文化の問題でも、改めて東京都はまちづくりの在り方と

いうものを見詰め直さなければいけないということを指摘して、質疑を終わりたいと思い

ます。 

【原田（保）会長】  ほかに御意見、御質問等ございませんですか。 

 じゃ、ございませんでしたら、日程第１の案件について、逐次採決をさせていただきま
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す。 

 まず、議第７５０４号、都市再生特別地区浜松町二丁目４地区の案件について、賛成の

方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  はい、賛成多数と認めます。 

 よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

 次に、議第７５０５号、都市再生特別地区品川駅北周辺地区及び議第７５０６号、品川

駅周辺地区地区計画の案件について、賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 

 よって、本件は原案どおり決定をいたしました。 

 次に、議第７５０７号、国家戦略住宅整備事業（品川駅北周辺地区）を定めることにつ

いて、賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 

 よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

 次に、議第７５０８号、都市再生特別地区赤坂二・六丁目地区の案件について、賛成の

方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 

 よって、本件は原案どおり決定いたしました。 

 次に、議第７５０９号、都市再生特別地区渋谷二丁目西地区の案件について、賛成の方

は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 

 よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

 次に、議第７５１０号、国家戦略住宅整備事業（渋谷二丁目西地区）を定めることにつ

いて、賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 
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 よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【原田（保）会長】  以上で日程の第１を終了いたしまして、次に、日程第２といたし

まして、議第７５１１号から議第７５１３号までを一括して審議をいたします。 

 小野幹事の説明を求めます。小野幹事 

【小野幹事】  議長、都市づくり政策部長 

 日程第２、議第７５１１号、内幸町一丁目北特定街区、議第７５１２号、内幸町一丁目

北地区地区計画及び議第７５１３号、第９・６・６号中央公園は、関連する案件のため、

一括して御説明いたします。 

 資料は、お手元の薄茶色表紙「議案・資料」１３９ページから１６０ページまでとなっ

ております。 

 今回の決定等は、国家戦略特別区域法に基づき、東京都の都市計画審議会に付議された

もので、事業主体はエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社、中央日本土地建物株式会社、三

井不動産株式会社となっております。 

 初めに、議第７５１１号、特定街区の決定について御説明いたします。 

 「議案・資料」１４０ページの位置図と併せましてモニターを御覧ください。 

 本地区は、日比谷公園の東側に位置する、面積約６．５ヘクタールの区域でございます。

北側は有楽町駅、南側は新橋駅、西側は地下鉄日比谷駅などに近接する、交通利便性の高

い地区でございます。 

 本地区は、内幸町一丁目街区まちづくりガイドラインにおいて、首都中枢を支える通信・

電力などの重要機能を継続しながら更新し、周辺のまちに開かれた街区の形成を図ること

となっております。このガイドライン等を踏まえ、本地区では土地の高度利用により、重

要機能の更新や国際迎賓・文化・交流機能の拡充等により、国際ビジネス交流拠点の創出

を図ります。 

 また、モニターに示すとおり、地下鉄日比谷駅などに接続する地下通路や、日比谷公園

とまちをつなぐ道路上空公園の整備などにより、駅・まち・公園をつなぐ回遊性の高い歩

行者ネットワークを形成いたします。 

 さらに、大規模広場の整備などにより、防災性などの向上を図ります。 

 これらにより、市街地の整備改善を図るため、内幸町一丁目北特定街区を決定するもの

でございます。 
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 「議案・資料」１３９ページと併せましてモニターを御覧ください。 

 地区を北地区・中地区・南地区の三つに区分し、建築物の容積率、高さの最高限度など

を定めます。建築物の容積率は、北地区及び南地区で１，３４０パーセント、中地区で１，

３２０パーセントと定めます。建築物の高さの最高限度は、北地区で高層部１４５メート

ル及び２３０メートル、中地区及び南地区で２３０メートルと定めます。 

 「議案・資料」１４３ページとモニターを御覧ください。 

 モニターにお示ししますのは、計画地西側から見た完成予想図でございます。 

 続きまして、議第７５１２号、地区計画の決定について御説明いたします。 

 「議案・資料」１５０ページの位置図を御覧ください。 

 今回地区計画を定める区域は、約７．８ヘクタールでございます。 

 「議案・資料」１５２ページを御覧ください。 

 隣接する日比谷公園や周辺エリアをつなぐ歩行者の回遊拠点を形成するため、歩行者通

路１号～６号、広場１号などを主要な公共施設や地区施設に定めます。 

 最後に、議第７５１３号、都市計画公園の変更について御説明いたします。 

 「議案・資料」１５８ページの位置図と併せましてモニターを御覧ください。 

 モニター上、緑色の実線で表示している範囲が中央公園の区域です。 

 「議案・資料」１５９ページから１６０ページを御覧ください。 

 令和３年３月の東京都公園審議会による日比谷公園再生整備計画答申では、公園とまち

をデッキでつなぎ、新たな視点場や交流の結節点を整備し、回遊性を高めるとされており、

この答申を踏まえ、皇居・中央公園と周辺のまちをつなぐ、緑豊かで快適な空間を創出す

るため、モニター上、赤色でお示ししました日比谷通り上空の面積約０．１ヘクタールを

高架構造とし、公園区域に追加いたします。 

 「議案・資料」１５５ページから１５７ページを御覧ください。 

 今回の公園区域約０．１ヘクタールの追加とあわせ、既決定の公園面積を精査した結果、

区域面積を約１５５．９ヘクタールから約１７６．２ヘクタールにするなどの変更を行い

ます。 

 これらの案件について、令和３年９月２７日から２週間、公衆の縦覧に供しましたとこ

ろ、意見書の提出はございませんでした。 

 日程第２の説明は以上でございます。 

【原田（保）会長】  はい、以上で日程第２についての説明が終わりました。御意見、
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御質問等あれば、よろしくお願いいたします。 

 はい、原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  内幸町一丁目北地区の計画は、東京都が誇る都立公園の一つ、日

比谷公園に関わる重大な案件であると認識しています。 

 日比谷公園の東南に位置する当該地域には、何と２３０メートルのビルが３棟建ち、そ

れらに囲まれて、帝国ホテルも１４５メートルへと高度化します。日比谷公園から見た景

色の圧迫感はもちろんのことですが、東やですね、南からの日当たりに重大な影を落とし、

海からの風を塞ぎます。事前説明資料のですね、８２ページ、見させてもらったんですけ

れども、これを見ますとですね、西日の当たる絵となってるのが特徴です。朝日の時間帯

でですね、パースを作るとですね、真っ暗になっちゃうんですね、公園も、ビルの正面も。

日比谷公園の風格、景観に重大な影響を与える巨大開発の案件です。 

 まずお聞きしますが、容積率は従前と従後でどのように変化するのか。 

 また、従前ＣＯ２排出量は従後にどのようになるのか、伺います。 

【小野幹事】  議長、都市づくり政策部長 

【原田（保）会長】  はい、小野幹事、どうぞ。 

【小野幹事】  本地区の容積率につきましては、開発前は９００パーセント、開発後は、

北地区及び南地区で１，３４０パーセント、中地区で１，３２０パーセントでございます。 

 また、開発前のＣＯ２排出量につきましては、環境局への届出上の実績値によると、年

間約５万４，０００トンとなっております。開発後につきましては、一定の仮定状況を基

に試算しますと、年間約８万５，０００トンとなりますが、当地区におきましては、首都

中枢機能を支える通信・電力などの重要機能がございまして、建物供用開始時までにＩＣ

Ｔ等を活用した高効率エネルギーマネジメントや、再生エネルギーの活用などにより、２

０３０年には街区全体でカーボンハーフの実現を、２０５０年にはカーボンニュートラル

を目指すこととしております。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  まさに、いろいろ言われたですね、高効率エネルギーマネジメン

トや再生可能エネルギーだとか、何だかいろいろやるんだと言って、結局３万１，０００

トン、従前より従後のですね、ＣＯ２が増えてしまうと。 

 ついでに言いますけれども、このビルを建てる鉄骨・コンクリート、建材ＣＯ２は含ま

れていませんからね。これ全部、東京都の外で作られているので、この発生ＣＯ２に、排
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出量の中に、計算では入ってないんですね。これ、すごい重大な規模になるはずなんです

けれども。 

 ただでさえ９００パーセントという極めて高い容積率の地域ですよ。それにもかかわら

ず、それを更に１，３００パーセント以上に緩和するわけです。容積率の緩和などしない

で、環境性能を確保した建築にすれば排出量は減ったでしょう。大きくしているために増

えてくんです。 

 ２３０メートルのビルに囲まれた再開発計画に、わざわざ日比谷公園としてのデッキを

渡して一体化を図ろうとするのは、どのようなメリットが日比谷公園にとってあると言え

るのか、お聞かせください。 

【小野幹事】  議長、都市づくり政策部長 

【原田（保）会長】  小野幹事、どうぞ。 

【小野幹事】  内幸町一丁目街区まちづくりガイドラインにおいては、まちづくりの目

標の一つとして、大規模緑地である日比谷公園・皇居や、都心業務地区である大丸有地区

などに隣接する当エリアの立地特性を生かし、これら周辺エリアとつながり、開かれた緑

あふれる都心の回遊拠点を形成することとしております。 

 また、本年３月の東京都公園審議会による答申では、来街者を日比谷公園まで誘引する

ため公園とまちをデッキでつなぎ、公園の広場空間をまちへ広げ、新たな視点場やにぎわ

いと交流の場の結節点をつくって、回遊性を高めていくことが提言されております。 

 本計画は、こうした上位計画などを踏まえ、日比谷公園とまちを道路上空でつなぐデッ

キを整備するものでございます。 

【原田（保）会長】  はい、原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  本来、日比谷公園の風格に配慮したまちづくりこそこの地域の周

辺には求められるのに、何の景観に配慮することのない２３０メートルの超高層ビルが１

区画で３本建って、帝国ホテルは、一定の景観にですね、配慮した外観になって、パース

を見る限りはなっているようですが、１４５メートルの高さに改築される計画となってい

ると。日比谷公園からの景観を著しくですね、破壊する計画となっていると思います。 

 そのような建物に道路上空公園という名のデッキをですね、日比谷公園から渡してあげ

る計画なんですね。再開発によりつくり出される空地とですね、日比谷公園を結び、回遊

性を創出するって言いますけれども、これではですね、どう答弁聞いても、日比谷公園が

広がっていくっていうよりかはですね、再開発ビル群の中庭のように日比谷公園が使われ
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ていくっていうのがですね、実態なんじゃないでしょうかと。周囲の開発計画と公園を結

ぶためにですね、巨大なデッキが張り巡らされる計画にしか見えないと。こうした公園の

使い方を認めてですね、このデッキは全部公園だって言うんですから、逆に、容積率を緩

和してあげるようなことをすればですよ、デッキを造ったら容積率緩和してあげるよなん

てことしてたら、日比谷公園はですね、四方を環境破壊の巨大なビルで囲われて、それら

のビルにはですね、方々にデッキが渡されて、日の当たらない中庭としてね、使われてい

くと、そんな将来像が現れたりやしないかと。そこにはですね、東京都が誇る日比谷公園

の風格は、私は失われているのではないかと、強い危惧の念を表明して質疑を終わります。 

【原田（保）会長】  はい、髙島委員、どうぞ、お願いします。 

【髙島委員】  今回の計画案については、今お話はあったんですが、ホテルの建替えに

ついては非常に景観も重視して行われてると御発言もあったんですが、私もそのとおりだ

と思っております。 

 また、日比谷公園のペデストリアンデッキということで、公園の一部として考えていく

ということですが、過日、私は足立区ですが、震度５の強の地震もありました。いつ来る

か分からない首都直下型地震も含めて、あの日比谷公園がですね、あの災害が、もし地震

が起きたときの避難場所としても有効なところもあると思っております。 

 ぜひ、私どもは、回遊性も含めて、特に都民の皆さんや多くの方たちが緑に親しめる、

そういう環境整備も含めて、ぜひ、このことは私どもは賛成として、速やかに採決してい

ただきたいと思っております。 

【原田（保）会長】  ほかに御意見、御質問。 

 はい、青山委員、どうぞ。 

【青山委員】  私も賛成の立場から、一言意見を申し上げさせていただきます。 

 ニューヨークなんかでも、ブライアント・パークなんかはこれよりも、この計画よりも

もっとずっと高い建物で囲まれてますけれど、それが目障りとかそういったことはなくて、

むしろ、そういった近代的な機能と公園という関係で、人々にとってはとてもなじみやす

いというものになるように建てていくということが大切かと思います。 

 それから、日比谷公園というのは、歴史的にいうと日本の都心の都市公園の第１号と言

っていい、伝統のある公園なんですけれども、また、そういったことがあるので、霞が関

だとか裁判所と、それから銀座方面との間で往来する人もとても多くて、日比谷公園を横

切っていくということは私たちもよくやりますけれども、その場合の、先ほど回遊性とい
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う話がありましたけれど、デッキについても、日比谷公園がやっぱり、正門のあの噴水の

あるところ以外はとても渡りにくいということがあるので、やはり回遊性を高めるという

ことも必要だし、そもそもこの内幸町と、この１６０ページに大きく書いてあるところの

部分というのは、とても現在古いビルが建て詰まっているというところなので、この辺を

機能更新してくということはとても大切なことだと思います。 

【原田（保）会長】  ほかに御意見ございませんでしょうか。 

【小野幹事】  議長、都市づくり政策部長 

【原田（保）会長】  はい、小野幹事、どうぞ。 

【小野幹事】  ３人の委員から御意見いただきましたので、補足させてもらいますが、

景観につきましては、都では、景観条例に基づきまして皇居周辺地域を景観誘導区域とし

て指定しておりまして、都市開発諸制度を活用する開発につきましては、事前協議や景観

審議会から意見を聴取することになっておりまして、適切に景観誘導を図っております。

今回の景観につきましては、計画部会に諮りまして有識者から意見をもらっており、こう

した意見も踏まえて、景観に配慮した設計を進めていくとなっております。 

 また、青山委員からもちょっと建て詰まっているんじゃないかという現状の計画、状況、

話もありましたけども、現在はですね、老朽化した高層ビルが十分な空地もない状態で複

数立て込んで集積しておりますけども、今回の計画では、三つの地区に区分し、約１．７

ヘクタールの広場１号など、緑豊かなオープンスペースを適切に配置するとともに、建物

間の距離も十分確保する計画であり、日比谷公園はもとより、周辺市街地の環境にも配慮

した計画となっております。 

【原田（保）会長】  はい、ほかに御意見、御質問等ございませんようでしたら、日程

第２の案件について採決をさせていただきます。 

 まず、議第７５１１号、内幸町一丁目北特定街区及び議第７５１２号、内幸町一丁目北

地区地区計画の案件について、賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 

 よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

 次に、議第７５１３号、中央公園の案件について、賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 
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 よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【原田（保）会長】  次に、日程第３に移ります。議第７５１４号を議題といたします。 

 小野幹事の説明を求めます。 

【小野幹事】  都市づくり政策部長 

【原田（保）会長】  はい、どうぞ。 

【小野幹事】  はい。日程第３、議第７５１４号、荒川区東日暮里五丁目外各地内にお

ける用途地域の変更について御説明いたします。 

 資料は、お手元の薄茶色表紙「議案・資料」１７１ページから１８７ページまでとなっ

ております。 

 「議案・資料」１７７ページの位置図と併せまして、モニター上の位置図を御覧くださ

い。 

 変更箇所は、モニター上、赤色の斜線でお示ししている面積、約７５０．９ヘクタール

の区域でございます。 

 荒川区では、地価や建設費の高騰などにより、敷地の細分化による小規模な宅地が急増

しております。このため、荒川区都市計画マスタープランに基づき、令和３年３月に策定

した市街地整備プログラムでは、用途地域又は地区計画により、敷地面積の最低限度を定

め、区内全域における敷地の細分化を防止し、密集市街地の拡大、再生産を防止すること

としております。このような背景を踏まえ、市街地全体の防災まちづくりの推進と、安全

で良好な住環境の整備を図るため、敷地面積の最低限度を定める用途地域の変更を行うも

のでございます。 

 「議案・資料」１７３ページから１７６ページと併せて、モニター上の位置図を御覧く

ださい。 

 用途地域の変更内容について御説明いたします。 

 モニター上の、モニターの位置図に示した荒川区の区域のうち、地区計画により、既に

敷地面積の最低限度が定められている白抜きの区域を除いた全域に、敷地面積の最低限度

６０平方メートルを定める用途地域の変更を行います。 

 なお、本案件について、令和３年９月２７日から２週間、公衆の縦覧に供しましたとこ

ろ、１名から１通の意見書の提出がございました。 

 白色表紙の「意見書の要旨」１３ページから１４ページまでを御覧ください。 
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 反対意見に関するもの１通でございます。そのうち、都市計画に関するものの主な意見

の概要としましては、「新型コロナ禍によって、国民のライフスタイルは大きく変わり、今

後はリモートワークの普及による地方への労働者の分散化により東京都・荒川区の住民数

は大きく減少する可能性が高い。特に荒川区では既に区民数の転出超過が発生しており、

敷地細分化を規制する事により都民・区民数の減少、それによる都民税・住民税収入の減

少に拍車をかける可能性が極めて高い。」というものでございます。 

 これに対する都の見解は、１３ページ右側の、右枠の記載の下から８行目以降のとおり、

「荒川区では、近年、地価及び建設費の高騰などにより、敷地の細分化による小規模な宅

地が急増していることから、市街地全体の防災まちづくりの推進と安全で良好な住環境の

整備を図るため、敷地面積の最低限度を定める用途地域の変更を行うものである。区から

は、説明会やパブリックコメントにおいて、早期に規制導入を求める意見もあり、大きな

反対はなかったと聞いている。」というものでございます。 

 日程第３の説明は以上でございます。 

【原田（保）会長】  以上で説明は終わりました。それでは、日程第３につきまして御

質問、御意見ございましたら、よろしくお願いします。 

〔 「なし」の声あり 〕 

【原田（保）会長】  よろしゅうございますか。 

 それでは、御質問、御意見等ございませんようでしたら、日程第３の用途地域の案件に

ついて採決をいたします。 

 議第７５１４号、荒川区東日暮里五丁目外各地内の案件について、賛成の方は挙手を願

います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【原田（保）会長】  次に、日程第４といたしまして、議第７５１５号と議第７５１６

号を一括して議題といたします。 

 谷崎幹事の説明を求めます。 

【谷崎幹事】  議長 

【原田（保）会長】  はい、谷崎幹事、どうぞ。 
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【谷崎幹事】  日程第４、議第７５１５号、東京都市計画都市高速鉄道西武鉄道新宿線

の都市計画変更及び議第７５１６号、西東京都市計画都市高速鉄道西武鉄道新宿線の都市

計画決定について、一括して御説明申し上げます。 

 お手元の薄茶色表紙「議案・資料」の１８９ページから２５９ページまでを御参照くだ

さい。 

 この案件は、都市高速鉄道西武鉄道新宿線の井荻駅から西武柳沢駅付近における連続立

体交差化に伴う都市計画の決定及び西武新宿駅から上石神井駅間の複々線化計画の廃止を

行うものでございます。そのうち、本案件の連続立体交差化につきましては、東京都環境

影響評価条例の対象事業案件でございまして、同条例による手続を併せて行う、いわゆる

後合わせ案件でございます。 

 モニター及び「議案・資料」１９５ページの位置図を御覧ください。 

 初めに、複々線化計画廃止の経緯について御説明いたします。 

 西武新宿線の西武新宿駅から上石神井駅間の約１２．８キロメートルについては、都市

交通の利便性の向上及び円滑化を目的として、複々線化することを平成５年に都市計画決

定しております。 

 しかし、西武鉄道株式会社は、平成７年に輸送人員の減少及び事業費の高騰等を理由に、

複々線化計画を延期することを表明いたしました。 

 その後、運行形態の改善等もありまして、計画当時１９０パーセントを上回っていた混

雑率が約１６０パーセント程度まで減少し、当初の目的である都市交通の利便性の向上及

び円滑化が一定程度図られていることから、今回、複々線化の都市計画を廃止することと

いたしました。 

 続きまして、複々線化計画廃止の都市計画の内容について御説明いたします。 

 モニター及び「議案・資料」の１９７ページから２２１ページの計画図１から２５を御

覧ください。 

 複々線化につきましては、全区間の廃止となります。計画図の黄色で示した部分につい

て廃止いたします。 

 次に、連続立体交差化計画について御説明いたします。 

 モニター及び「議案・資料」１９６ページを御覧ください。 

 今回、連続立体交差化する井荻駅から西武柳沢駅間の約５．５キロメートルの区間には、

補助第１３２号線などと平面交差する踏切があり、そのうち１２か所は、いわゆる開かず
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の踏切のため、交通渋滞のほか、鉄道により地域の分断が生じております。こうした踏切

による道路交通渋滞の解消及び沿線市街地の一体的なまちづくりの推進等を目的に、１９

か所の踏切を除去する連続立体交差化を行うことといたしております。 

 続きまして、連続立体交差計画の都市計画の内容について御説明いたします。 

 「議案・資料」２３０ページから２３２ページの参考図２から４を御覧ください。 

 鉄道の構造形式につきましては、高架方式と地下方式の二つの案を検討し、鉄道周辺の

地形などの地形的条件、除去する踏切の数などの計画的条件、事業費などの事業的条件の

三つの条件から比較検討し、総合的に判断しております。 

 計画的条件におきましては、地下方式では既存の交差道路１か所が通行できなくなりま

す。 

 また、事業的条件におきましては、高架方式の方が地下方式より事業費を大きく抑える

ことができます。 

 これらのことより、高架方式を最適案として選定しております。 

 恐れ入りますが、ページをお戻りいただき、「議案・資料」２１８ページから２２８ペー

ジの計画図２２から２９、計画図１から３を御覧ください。 

 井荻駅から西武柳沢駅付近の連続立体交差化により、都市高速鉄道として必要となる、

図の赤色で示した部分について、新たに区域を決定いたします。 

 本事業は、総事業費約１，７００億円で、事業認可の取得は令和４年度から５年度を予

定しており、認可取得後、約１５年の事業期間を予定しております。 

 次に、環境影響評価書の概要について御説明いたします。 

 アイボリー色表紙の環境影響評価書の概要書に挟み込んである要約を御覧ください。 

 東京都環境影響評価条例に基づき、昨年２月、本路線の環境影響評価書案を提出し、こ

の評価書案に対して、本年５月に知事の審査意見書を受理いたしました。この中で、調査、

予測及び評価は、おおむね東京都環境影響評価技術指針に従って行われたものとの意見を

いただいております。 

 続いて、６ページを御覧ください。審査意見書の内容と評価書案の修正内容について記

載しております。 

 騒音・振動につきまして、「本事業は工事が長期間にわたる上、予測結果が勧告基準と同

値又はわずかに下回る工種があること、また、夜間にも工事が実施されることから、周辺

住民に対して工事内容を十分に説明するとともに、環境保全のための措置を徹底し、騒音・
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振動の影響を低減するよう努めること」などがございます。この事項に対しては、工事箇

所周辺に作業予定や夜間作業予定を掲示するなど、地域への周知に努めること、環境保全

のための措置を考慮した施工計画を作成し、騒音・振動の影響を低減するよう努めること

を記載するなどの修正を行っております。 

 また、そのほか指摘のございました事項につきましても、その内容及び表現を更に明確

にし、環境影響評価書を作成しております。 

 環境に及ぼす影響の評価の結論につきましては、２ページから５ページに記載しており

ます。 

 本連続立体交差事業における環境に及ぼす影響の予測・評価の項目は、「騒音・振動」「土

壌汚染」「日影」「電波障害」「景観」「史跡・文化財」「自然との触れ合い活動の場」及び「廃

棄物」の８項目となっております。 

 主な項目について御説明いたします。２ページを御覧ください。 

 「騒音・振動」ですが、工事の施工中においては、仮線での走行時に鉄道振動の予測値

が現況値を上回りますが、新たに仮線を敷設する箇所においては、確実な路盤構築を行い、

道床の整備を入念に行うなど、鉄道振動の低減に効果のある方策を講じることにより、評

価の指標をおおむね満足するという結論になっております。 

 その他の項目につきましても、予測結果は環境基準等の評価の指標を満足していること

から、環境への影響は少ないと考えられます。 

 これらのことから、都市計画を決定する上で支障がないものと判断しております。 

 次に、本案件の意見書について御説明いたします。 

 白色表紙の冊子「意見書の要旨」１５ページから３７ページまでとなります。 

 都市計画案を、令和２年１０月６日から２週間、縦覧に供しましたところ、本案件に関

しては、２０名２団体から２２通の意見書の提出がございました。 

 主な意見としては、連続立体交差化の構造形式を地下方式にするべきとの意見が提出さ

れております。 

 これに対する都の見解といたしましては、「構造形式の選定にあたっては、高架方式と地

下方式の二つの案を検討した。鉄道周辺の地形等の地形的条件、除去する踏切の数等の計

画的条件、事業費や事業期間等の事業的条件、これら三つの条件を総合的に勘案した結果、

高架方式が最適であると判断した。」としております。 

 また、本都市計画案について、沿線６区市に意見照会を行っておりますが、区市からは
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了承する旨の回答を得ております。 

 その際、「今後も丁寧かつ着実に計画を推進すること」、「地域住民への十分な情報提供や

事業により影響がある方への丁寧な対応、環境への配慮を行うこと」、「高田馬場駅から中

井駅間の開かずの踏切対策を区と連携して行う」などの要望が出されております。 

 都といたしましては、引き続き、地権者をはじめ地域の方々に対して分かりやすい丁寧

な説明に努めてまいります。また、高田馬場駅から中井駅間の踏切対策については、新宿

区が行うまちづくりの取組に都も協力するなど、適切に対応してまいります。 

 最後に、西武鉄道新宿線の変更及び決定に関連する都市計画道路等について御説明いた

します。 

 「議案・資料」の２３３ページから２５９ページを御覧ください。 

 今回の連続立体交差化にあわせて、沿線の良好な住環境の保全や、地域の交通の円滑化、

安全性の向上などを目的に、鉄道付属街路等を同時に決定し、上井草駅、武蔵関駅には、

新たに駅前広場を設けます。 

 日程第４の説明は以上でございます。 

【原田（保）会長】  はい、以上で説明が終了いたしました。それでは、日程第４につ

きまして御質問、御意見等あれば、よろしくお願いいたします。 

 はい、柴﨑委員 

【柴﨑委員】  はい。 

【原田（保）会長】  どうぞ。 

【柴﨑委員】  幾つか、ちょっとお伺いをしたいと思います。 

 都内にはいまだ、まだまだ多くの踏切が残されております。踏切の存在、これは交通渋

滞や事故の原因になるなど、都民生活、そしてまた経済活動には大きな影響を与えるほか、

地震などの災害時には救急活動の妨げになるおそれもございます。こうした踏切による課

題を抜本的に解決するため、これはまさに連続立体交差事業による鉄道の立体化が重要だ

と考えております。 

 西武新宿線、この井荻駅から西武柳沢駅間、この連続立体交差化につきましては、私は

先月行われました都議会都市整備委員会におきましても質疑を行いました。本都市計画案

を都が様々な条件や基準の下に総合的に検討し作成したものであることを、確認をさせて

いただきました。 

 私の地元、練馬区の上石神井駅周辺におきましては、今回の連続立体交差化による踏切



 -38-

問題の解消によりまして、長年の悲願である駅周辺の基盤整備が大きく前進をし、まちづ

くりも大きく進展すると、地域の方々からは大変大きな期待が寄せられているところでご

ざいます。 

 そこで、お伺いしたいのは、本区間の連続立体交差化に関しまして、沿線の各区市から

はどのような要望が出されているのでしょうか。 

【谷崎幹事】  議長、都市基盤部長 

【原田（保）会長】  はい、谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  本区間の沿線自治体からは、平成２８年４月に杉並区の区長及び地元の

西武新宿線沿線各駅まちづくり協議会から、平成３０年３月に練馬区長、区議会議長、地

元の町会、自治会、商店会、小中学校ＰＴＡなどで構成する西武新宿線立体化促進協議会

から、さらに、平成３０年７月には西東京市の市長及び市議会から、連続立体交差事業の

早期事業化に関する要望を受けてございます。 

 また、今回の都市計画案に対しまして、各区市からは了承する旨の回答を得ており、そ

の上で、本区間の連続立体交差化について、「今後も丁寧かつ着実に計画を推進すること」、

「地域住民への十分な情報提供や事業により影響がある方への丁寧な対応、環境への配慮

を行うこと」などの要望が出されております。 

【原田（保）会長】  はい、柴﨑委員、どうぞ。 

【柴﨑委員】  今御答弁いただきました。そこでですね、沿線の首長や議会、地元関係

者からは、本計画の早期事業化を求める声は大きいということが今確認できました。こう

した声に応えて着実に事業を進めていくためには、引き続き、地域の方々に対しましては

丁寧な説明を行っていただき、理解と協力を得るように努めていくことが重要であるとい

うふうに考えております。 

 そこで、お伺いいたします。連続立体交差化の今後のスケジュール、そして、地域の方々

へどのように説明していくのか。この点についてお伺いしたいと思います。 

【谷崎幹事】  基盤部長 

【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  本区間の連続立体交差化計画につきましては、本日の審議会で議決され

た場合、年内の都市計画決定を見込んでおります。その後、令和４年度から５年度に事業

認可を取得し、事業に着手する予定としております。事業期間は、事業認可取得後１５年

を見込んでございます。 
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 一方、地域の方々に対しましては、これまでも都市計画素案説明会や都市計画案及び環

境影響評価書案説明会において、都市計画図やスライド、パンフレットなどを用いて説明

を行い、地域の方々の御質問や御意見を伺うとともに、説明会後も電話や窓口等において

個別に対応を行ってきているところでございます。今後は、用地測量等説明会や用地補償

説明会、工事説明会などを開催し、地権者をはじめ地域の方々に対して分かりやすい丁寧

な説明に努めてまいります。 

 引き続き、地元区市や鉄道事業者と連携し、鉄道立体化を着実に進めてまいります。 

【原田（保）会長】  はい、柴﨑委員、どうぞ。 

【柴﨑委員】  繰り返しになってしまいますけれども、本事業に対しましては、地域の

方々の期待、大変大きいものがございます。これからも地域の方々への丁寧な説明に努め

ていただきまして、一日も早い踏切解消に向けまして全力で取り組んでいただきたいと思

います。 

 ところでですね、先ほどもお話ありましたが、御説明の中で、今回の都市計画案、これ

は西武新宿線の井荻駅から西武柳沢駅間、この連続立体交差化と併せまして、西武新宿駅

から上石神井駅間の複々線化、この計画の廃止を同時に行うものとなっております。この

複々線化計画の廃止に関連いたしまして、新宿区からは、都市計画案に了承した上で、区

内にある開かずの踏切の遮断時間が軽減される見込みがなくなるとの意見が寄せられると

聞いております。 

 そこで、この都市計画案で連続立体交差化を計画している区間を除きまして、西武新宿

駅から井荻駅までの区間における鉄道立体化などの抜本的な踏切対策に向けて、都はどの

ように取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。 

【谷崎幹事】  議長、都市基盤部長 

【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  はい。鉄道立体化については、地域におけるまちづくりと大きく連動す

ることから、地元区市が主体となり、地域の将来像や鉄道立体化を契機としたまちづくり

の方針などを検討することが必要でございます。 

 また、交差する道路の整備計画と整合を図ることも必要でございます。 

 高田馬場駅から中井駅間につきましては、地元新宿区が主体となって今後設置予定の踏

切対策や沿線まちづくりに関する勉強会に都も参画し助言を行うなど、新宿区が行うまち

づくりの取組に都も協力しつつ、その状況や道路整備計画の具体化などを踏まえて、適切
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に対応してまいります。 

 中井駅から野方駅間については、平成２３年に連続立体交差化の都市計画を決定し、既

に事業に着手しており、野方駅から井荻駅間については連続立体交差事業の着工準備期間

に位置付け、構造形式や施工方法の検討を進めているところでございます。 

 引き続き、地元区や鉄道事業者と連携し、踏切対策を着実に推進してまいります。 

【原田（保）会長】  柴﨑委員、どうぞ。 

【柴﨑委員】  今御答弁いただきまして、了解いたしました。いずれにいたしましても

ですね、踏切対策につきましては着実に推進をしていただきたい。このことを申し上げて

質疑を終了といたします。 

【原田（保）会長】  古城委員、どうぞ。 

【古城委員】  私からも、本日の日程第４、議第７５１５号、東京都市計画都市高速鉄

道西武鉄道新宿線について、意見を申し上げますとともに、質問もさせていただきたいと

思います。 

 先ほどの都市基盤部長の説明及び紹介がありました関係区の意見のようにですね、連続

立体交差事業は極めて重要な取組であります。連続立体交差事業では、数多くの踏切が同

時に除却をされるため、踏切遮断による交通渋滞が解消できるなど、様々な踏切問題の解

消につながります。また、立体化後の線路跡に空間が創出され、沿線のまちづくりが進む

こと、これが期待をされます。そこで、西武鉄道新宿線全体の質が向上し、価値が高まる

と考えられます。 

 さて、今回の説明もありました西武鉄道新宿線の都市計画変更では、複々線化計画を廃

止する西武新宿駅から上石神井駅間のうち、井荻駅から西の区間で新たに連続立体交差事

業を定めることになります。 

 また、中井駅から野方駅の区間では、連続立体交差事業を行っております。 

 さらに、野方駅から井荻駅の区間でも連続立体交差事業に向けて取組が進んでいるわけ

であります。 

 しかし、唯一、私の地元新宿区内でありますが、高田馬場駅から中井駅の区間では、昭

和４５年に連続立体交差事業の都市計画が定められたにもかかわらず、事業認可は失効し

たままとなっております。 

 薄茶色表紙の、こちらの「議案・資料」をぜひとも委員の皆様にも改めて御確認をいた

だきたいと思うのですが、２２９ページ、こちらの西武鉄道新宿線、参考図１の下段の図



 -41-

表のですね、中ほどでございますけれども、右手の高田馬場駅（既設）から左手の中井駅

の間、既都市計画決定区間（連続立体交差計画）と記載がございます。そして、この具体

的な区間でございますけれども、ページ、大変恐縮でございますが、お戻りをいただきま

すと、その起点は２０４ページの計画図８、都市高速鉄道西武鉄道新宿線起点、新宿区高

田馬場二丁目、ここが起点でありまして、２０７ページをおめくりをいただきまして、２

０６ページともつながっておりますが、２０７ページの右方、都市計画図１１の都市高速

鉄道西武鉄道新宿線終点、新宿区中落合一丁目、中井駅の手前でございます。ここが、今

申し上げましたとおり、都市計画が定められたままになっているということでございます。 

 そして、繰り返しになりますが、この区間にある踏切は全て、いわゆる開かずの踏切と

なっております。このうち、下落合駅西側直近にある踏切は、ピーク時の遮断時間が１時

間のうち５０分にも及び、地域の皆様の日常の暮らしや、また、災害時・緊急時の活動に

とって大きな課題になっています。さらには、この踏切を通るですね、路線バスが通行し

ておりまして、道路渋滞の発生により定時性が確保がままならない、そういう状況でもあ

ります。 

 先ほど説明がありました、関係区、新宿区の意見にもありましたとおり、今回の都市計

画の変更により、西武鉄道新宿線の混雑緩和や輸送力増強のために決定していた複々線化

計画、いわゆる地下急行線がなくなり、全ての電車が新宿区内の地上を走行することで、

開かずの踏切の遮断時間の軽減の見込みがなくなるというふうに考えられます。 

 １０月の１４日に行われました新宿区の都市計画審議会におきましても、多くの委員か

ら、地上の踏切が残る、開かずの踏切解消に向けて検討すべき、こういう御発言があった

というふうに側聞をいたします。この計画が廃止となりますと、連続立体交差事業の必要

性がこれまで以上に増すものとの新宿区の認識も示されております。 

 こうした状況を踏まえれば、この高田馬場駅から中井駅の区間での開かずの踏切対策と

して、連続立体交差事業の実施に向けて改めて検討を行うべきと考えますが、都の見解を

求めます。 

【谷崎幹事】  議長、都市基盤部長 

【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  西武新宿線の高田馬場駅から中井駅間では１１か所、全ての踏切が開か

ずの踏切となっており、踏切対策の重要性については都としても認識してございます。 

 連続立体交差化などの鉄道立体化につきましては、地域におけるまちづくりと大きく連



 -42-

動することから、地元区市が主体となり、地域の将来像や鉄道立体化を契機としたまちづ

くりの方針などを検討する必要がございます。また、交差する都市計画道路の整備計画と

整合を図ることも必要でございます。 

 地元新宿区が主体となって、今後設置予定の踏切対策や沿線まちづくりに関する勉強会

に都も参画し助言を行うなど、新宿区が行うまちづくりの取組に都も協力しつつ、その状

況や道路整備計画の具体化などを踏まえ、適切に対応してまいります。 

 引き続き、地元区や鉄道事業者と連携し、踏切対策を着実に推進してまいります。 

【原田（保）会長】  古城委員、どうぞ。 

【古城委員】  今、東京都の方針をお示しをいただきましたけれども、ぜひとも区とし

っかりと連携をして、区の要望、私の元にも、区民の皆様、地元の皆様から、今回の都市

計画の変更、すなわち廃止に関しましてですね、様々御意見をいただいて、開かずの踏切、

このままではないか、そういう御心配のお声をお聞きをしてまいりました。 

 また、私も、地元でありまして、小学生の時分から下落合駅利用しておりました。中学

時代には中井駅も利用いたしました。踏切を待つ、そうしたことを三十数年前から実感を

して、地元の一人として、この開かずの踏切の解消に大きく期待をしてきたわけでありま

す。ぜひとも今回の、今いただいた答弁につきまして、ぜひとも東京都としても誠意をも

って対応をしていただきたいというふうに思います。 

 また、更に重ねて申し上げますと、東京都から今回の都市計画の変更及び決定に関して

ですね、これから連続立体交差事業に取り組んでいく区間について、踏切問題を抜本的に

解消することが必要と考えており、解決策として複数の踏切を同時に除去できる連続立体

交差化が適当である、こういう方針、考えも示されているところでございます。 

 ぜひとも、残されました新宿区内の高田馬場から中井駅間の連続立体交差事業、開かず

の踏切の解消に向けた取組をしっかりと前に進めていただきたい、検討を加速化していた

だきたいということを強く強く申し上げまして、私の質問及び意見とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

【原田（保）会長】  そのほか、御意見、御質問等は。 

 鬼沢委員、どうぞ。 

【鬼沢委員】  ありがとうございます。２２番、鬼沢です。 

 本連続立体交差事業に関しましては、上石神井駅近くのマンションの管理組合から陳情

が出されてて、既に都議会でも検討されてることと思いますが、現在ここにお住まいの方
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たちがいるマンションの一部を買収して取り壊して行う計画となっておりますので、やは

り合意形成にはかなりの時間が要するんではないかということは想像できます。結果的に、

そのことによって長引いて、この事業の実現が難しいということになりかねないかと思い

ますので、今後、該当の地域の住民の方々との合意形成の場づくりとか、どのようにして

この事業を、場づくりをつくることによって合意形成を進めていって事業の推進をされて

いくのか、お聞きしたいと思います。詳しくは、既にもうお答えいただいておりますので、

再度の質問になって恐縮ですけれども、よろしくお願いいたします。 

【谷崎幹事】  議長、都市基盤部長 

【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  はい。地域の方々への対応でございますが、先ほど申し上げました都市

計画素案説明会や都市計画案及び環境影響評価説明会において、都市計画図やスライド、

パンフレット等を用いて説明を行い、地域の方々の御質問や御意見伺っております。 

 また、説明会後も、電話や窓口において個別に対応、こちらのほうをやってきていると

ころでございます。 

 今後もですね、用地測量説明会ですとか用地補償説明会、工事説明会、こういったよう

な場がございます。こういった場を中心として、地権者をはじめ地域の方々に対して分か

りやすい丁寧な説明に努めてまいります。引き続き、地元区市や鉄道事業者と連携し、地

元の皆様の御理解・御協力を賜りながら、鉄道立体化を着実に進めていきたいと考えてる

ところでございます。 

【原田（保）会長】  それでは、原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  はい。西武新宿線井荻～柳沢間の連立事業についてお聞きします。 

 当該案件は、西武新宿線井荻～柳沢間の連続立体交差事業について、新宿から複々線を

廃止してですね、高架化の方針を決定する案件です。みんなが待っている連立事業と。 

 しかし、高架方式が採用されたことに多くの批判と疑問の声が上がっています。本日も

ですね、当審議会の傍聴、５０人から６０人、住民の方々が応募して、ばったばったと、

なかなか当選しなかったと言って悔しんでいたという話も聞いていますけれども、住民の

声を聞くと、何でも反対と言ってるわけではなくてですね、このまちの１００年の在り方

を決める計画なんだから、とにかくちゃんと調査・検討してもらいたいっていうものなん

ですね。安易に決めないでほしいと。 

 一体どういうことなのか。これまで地域住民は、地下方式の中でも複線シールドという
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工法の検討を求めてきました。東京都は、高架化と地下化を比較検討する際、地下方式の

工法は、なぜかかたくなに単線シールドという工法にこだわってきました。これは、上下

線１本ずつのシールドトンネルを造る工法です。この単線シールド工法に対して、住民が

求めている複線シールド工法は、１本のシールドトンネルの中に上下線を走らせる工法と。

これならですね、横幅が小さくなって、今ある線路の下にトンネルを収めることができ、

用地買収のお金が浮き、地下化のコストが下がります。しかも、何よりも重要なメリット

は、用地買収が減ることによって工期が短くなるということであります。地域住民が複線

シールドによる地下化を求める中、なぜ当該計画は単線シールドと高架化の比較検討に固

執し高架方式を選ぶことに至ったか、明らかにしなければなりません。 

 そこでお聞きしますが、東京都は、なぜ地下方式について単線シールドと複線シールド

の比較検討を行わなかったのか。 

【谷崎幹事】  都市基盤部長 

【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  事業予定者である建設局からは、単線シールド工法は、断面が小さく合

理的であるため、支障物との離隔の確保や、縦断的に狭い空間を通過する場合に有利であ

ると聞いてございます。本区間では、石神井川や水道の幹線などがあり、これらとの離隔

の確保や、限られた空間での施工が必要であるため、本区間の地下方式は単線シールド工

法で検討しているというふうに聞いてございます。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  単線シールド工法は、断面が小さく、支障物との離隔の確保や、

縦断的に狭い空間を通過する場合に有利って言いますけれども、そんなですね、日本橋の

地下化じゃないんですから、上にも下にも支障物があって、その中を縫っていくような計

画じゃないんですよ。どこも全部地下構造物の下を通る計画なんですね。なぜ単線シール

ドでなければならないか、不可解です。 

 ここで指摘をしなければならないのは、そもそも東京都は、高架なのか、地下なのかの

比較検討、その評価方法をどうやって決めたのかという話です。 

 私がこの件に関して調査しましたところ、驚くべき実態がこの間明らかになってまいり

ました。東京都は、調査・検討を西武に丸投げし、西武は何とその業務をコンサルに投げ

て、コンサルが比較表も作り結論まで出したものを成果物として西武と東京都に見せてい

たんですね。東京都は、自分で決めたと言い張っていますけれども、時系列で見ると、西
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武からコンサル、コンサルが作った比較表に最後は東京都が判こを押すという流れなんで

すね。西武にお任せではですよ、地域の環境がどうなろうが、それは費用が安く済む高架

方式を採ってしまうのがですね、流れに、当たり前の流れなんですよね。これでは、この

地域の百年の計が立ちません。 

 そこで、この比較表には不可解な結論が目立ちます。その一つについてお聞きしますが、

高架方式を採用する根拠となった比較表を見ると、騒音の評価で高架方式と地下方式に差

がありません。騒音でですよ。一般的に考えて、騒音で高架方式と地下方式で差がないは

ずがありませんが、この評価はなぜ差がなかったのか、理由をお聞かせください。 

【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  建設局が行いました比較設計時における環境性能の評価につきましては、

環境保全のための措置を適切に講ずることで対応が可能かどうかで判断しているため、高

架方式と地下方式とを同一評価としてございます。 

 また、選定した高架方式について、東京都環境影響評価条例に基づき、「騒音・振動」「日

影」「景観」など８項目で具体的に予測評価をしており、全ての項目で環境基準等の評価の

指標を満足してございます。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  今の答弁はですね、本当に驚くべきものなんですね。環境性能の

評価は、環境保全のための措置を適切に講じることで対応が可能かどうかで判断だと。こ

れ、要はですね、つまり、騒音の比較表にもかかわらずですよ、住民にとってうるさいか

どうかではなく、一定の騒音対策ができるかどうかの判断だと。 

 そりゃね、対策はどんな方式でも採れますよ。採れるか採れないかって言われたら、採

れますよ。比較されるべきは、採れるかどうかじゃなく、対策が採れるかどうかじゃなく

て、対策を講じた後の騒音がどれくらいなのかが問われてるわけでしょう、通常は。こん

なことだから、高架と地下で騒音は変わりませんというですね、非常識な結論が出てきて

しまうわけです。ええ、分かりますかね、これ。騒音がうるさいかどうかじゃなくて、対

策を採れるか採れないかで比較表が構成されてんです、騒音って項目なのに。こんなです

ね、住民をごまかすような比較検討によって方針化された計画、許していいのかと、これ、

問われてるわけですよ。 

 そこで、横浜市の例を紹介したいと思います。横浜市では、相模鉄道本線鶴ヶ峰駅付近

の連立立体事業、連立事業のですね、進められております。ここでも地下化と高架化の比
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較検討が行われました。その際の比較表では、当然、騒音が比較項目に入っています。そ

れを見るとですね、高架化の騒音について、確かに横浜市も、騒音は生じるが対策は可能

であるとし、一重の丸をつけてるんですね。肝腎なのは地下方式の騒音はどうか。これは、

地上に影響はほとんどないとして、二重丸になってるんです。差がついてるんです。地下

方式のほうが騒音については有利だってしてるんですね。当たり前の話だと思います。 

 西武のコンサルが作った比較表は、あまりにも恣意的に過ぎるのではないですか。こう

いう疑問がね、本当に湧き出てくるような比較表なんですよ。 

 あとですね、比較表の項目内容が東京都と横浜市で全く違ってることに驚きました。横

浜市の比較表には「景観」という項目がある。「地元要望」という項目がある。「まちづく

り」っていう評価項目があります。いずれも東京都の評価項目にはありません。それぞれ

の評価ですが、この横浜市はですね、景観、地元要望、まちづくりの自由度、つまり、高

架化にした場合のまちづくりのその後の自由度、地下化にした場合の地上部のまちづくり

の自由度、これらを三つの評価、いずれも地下化を評価してるわけです。こうやって横浜

市は、総合評価で、高架方式は一重の丸ですけれども、地下方式は二重丸だとして、地下

方式を採用してるわけです。 

 そこでお聞きします。東京都は、連続立体交差事業の構造形式の選定に当たって、鉄道

周辺の地形などの地形的条件、除却する踏切の数など計画的条件、事業や事業期間などの

事業的条件、これら三つの条件を基に総合的判断を下すとしていますが、景観や地元要望、

まちづくりなど、住民視点の項目を増やすべきだと思いますが、いかがですか。 

【谷崎幹事】  都市基盤部長 

【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  はい。今、委員におっしゃっていただきました三つの条件、地形的条件、

計画的条件、事業的条件、これら三つの条件から、都としては総合的に判断して選定して

ございます。 

 景観など環境への具体的な影響につきましては、都市計画の手続と併せて、東京都環境

影響評価条例に基づく手続を行い、全ての項目で環境基準等の評価の指標を満足すること

を確認しているところでございます。これらの法令に基づく手続を進める中で、適切に住

民の意見を聴くための措置も講じております。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  地下がいいのか、高架がいいのか、それを比較するために、環境
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とか、景観とか、その後のまちづくりの在り方とか、そういうのも評価に含めるべきじゃ

ないですかって私は聞いたんですね。それについては何らお答えなかったと。これら三つ

の条件から総合的に判断するのみだという答弁でした。 

 全く適切に住民や専門家の要望を聞いてないわけですよ。東京都は、比較表の項目を作

っているのも西武の委託したコンサルです。そして何と、このですね、評価表の、比較表

の評価の丸、三角、二重丸を付けてるのもコンサルなんですよ、ええ。比較表の、せめて

百歩譲って比較表の項目をね、コンサルが作って、それで、マルバツは東京都でやってく

ださいよと、さすがにこの公権力の行使にもね、匹敵するぐらい、すげえ大事なことなん

ですから、あなたたちやってくださいだったら分かるんですけど、この丸、三角、四角も

全部コンサルが打って、それを西武と東京都が見るわけですよ。東京都は、これをうのみ

にするだけと、楽な仕事じゃないですか。 

 ところが、横浜市は違います。市が主体となって、そもそも評価項目づくりも、評価の

丸づけも、市の職員が行ってるんですよ、一番最初から。本来当たり前のことなんですよ

ね、自分たちのまちづくりなわけですから。自治体でこうも違うと。 

 横浜市の相模鉄道本線鶴ヶ峰付近では、地下方式でも単線シールドと複線シールド工法

を比較しています。東京都のように単線シールド一本だと、地下は、じゃないんです。こ

の相模鉄道はですね、横浜市は、複線シールドと単線シールドで比較をしてるんですよ。

その結果、どうなったかというと、複線シールド工法が採用されました。私、その職員さ

んにお聞きしました。それはですね、なぜだったか、複線シールドを選んだか。それはや

はり、現在ある鉄道の敷地内からはみ出さないように収めて、用地買収を少なくするため

だとはっきりお答えになりました。 

 単線シールドによる地下方式で行われている西武新宿線中井～野方間では、二つのシー

ルドを単線シールドでね、せっかく地下化なんですけど、単線シールドでやっちゃってる

んです。二つのシールド並べるため、横幅は１４メートルから１８メートルとされてます。

これではですね、地上の鉄道敷地をはみ出してしまって、用地買収が大規模に必要になっ

てしまうわけで、現に、この区間は現在、用地買収が手間取って、６年間の工期延長を強

いられています。 

 一方、複線シールドは、１０メートルから１２メートル程度で済むと言われておりまし

て、だから、最大で１２メートルか１８メートルかの違いがあるんです、横幅で、単線と

複線では。１２メートルで複線シールドは済むと言われていて、現在の鉄道敷地内で最大
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でも１２メートル、１０メートルか、ごめんなさい。１０メートルから１２メートル程度

で済むとされ、現在の鉄道敷地内で済むようになるわけです。 

 都と西武鉄道が工事の方法について比較検討を行った表があるのですが、それによると

ですね、鉄道用地としての買収面積はですよ、高架方式が６，３００平米であるのに対し

て、地下方式は１万１，６００平米と約２倍、買収面積が大きくなっちゃってます、地下

の方が。それはやっぱり単線シールドで掘ると線路からはみ出した分の用地買収が続くた

め、ずっと。高架化より倍の買収面積になっちゃうんですね。 

 問題は費用です。買収面積は、この単線シールドだと高架化より２倍の差があるんです

けれども、用地買収費用は、高架が９０億円に対して、地下は何と２７０億円と３倍も高

くなっちゃう。これ、不思議でしょ。２倍の用地買収なのに、何で３倍の費用なのかと。

なぜそこまで高くなるのかと建設局に伺ったところ、地下方式、単線シールドの地下方式

では、用地が現在の鉄道の敷地から薄く長くはみ出してしまうため、土地と共に上物の家

も削ってしまうと、そのために買収費用が３倍に膨らんでしまうということなんですね。

こうしたことを見てもですね、複線シールドにすれば、土地も建物も削る部分がずっと少

なくなり、費用も住民負担もぐっと圧縮される可能性が出てくるわけです。 

 しかし、何より重要なのは、用地買収が少なくなり、立ち退きが減るとともに、交渉困

難による工期の遅れが格段に減ることです。これが大事なんです。 

 相模鉄道では、高架の方が大幅に工期が長くなる比較表となってます。これについて、

横浜市の連立事業担当者にまた聞いてみました。高架の方が長期間となったのはですね、

参考にした事例で、側道の用地買収にかなり時間がかかっており、その実績を横スライド

したことがあると、そう答えたんですね。 

 そこでお聞きしますが、東京都は、連続立体交差事業における工法ごとの工期の予測に

ついて、用地買収における困難事例などを踏まえた工期の予測を立てていることはしない

のか。お聞かせください。 

【谷崎幹事】  基盤部長 

【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  事業予定者である建設局からは、用地の工期については、これまでの実

績を踏まえ、取得件数を基に試算してると聞いてございます。 

 なお、先ほど来、コンサルタントの話ございましたが、都市整備委員会でも私答弁させ

ていただきましたが、いま一度、どういうような仕事をしてるか、説明させていただけれ
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ばと思います。 

 構造形式の選定に当たりましては、建設局と西武鉄道とで締結した協定に基づき、相互

に協力しながら検討を進めてきております。協定におきましては、西武鉄道は建設局の要

請に応じて進捗状況等の報告を行うこと及び建設局は西武鉄道に進捗状況を確認するとと

もに必要な指示をすることができることを規定してございます。具体的な作業につきまし

ては、建設局と西武鉄道とで相互に連携しながら検討事項等を協議した上で、西武鉄道が

委託したコンサルタントに作業の指示をしているというところでございます。 

 また、コンサルタントが作成した内容につきましては、建設局から必要な指示をし、必

要に応じ修正を加えた上で結果を取りまとめており、最終的には事業主体である建設局と

して内容を確認、承認してるというようなことでございます。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  今の答弁は興味深いですよね。西武のコンサルに先に、評価項目

もですね、評価もしてもらうんですけれども、その事前のね、いろいろやり取りをして指

示を出しているんだと、だから自分たちがやったんだというんですけども、改めてお聞き

しますけれども、そんな話し合うんだったら、評価項目、自分たちで決めたらいいんじゃ

ないですか、指示をするんだったら。マルバツも自分たちで作ればいいじゃないですか。

一体何でわざわざ、そこまで綿密に指示を出したのに、指示を出したというのに、わざわ

ざコンサルにそれを委託するのかと。本当ですか。 

【谷崎幹事】  基盤部長 

【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  私がお答えいたしましたのは丸投げでないということでございまして、

コンサルタントには、委託ですので、作業をしてもらってるというところでございます。

内容をきちんと確認して承認をするのが東京都及び西武鉄道の役割でございます。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  つまり、一番最初はやっぱり西武の、西武がですね、コンサルに

委託をして、その人たちが要項を作って、マルバツもして、それを受け取ったということ

は間違いないですね。 

【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  あくまで作業という形でマルバツ、これは付けていただいてるというと

ころでございます。中身についての判断は東京都及び西武鉄道でございます。 
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【原田（あ）委員】  はい、議長 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  語るに落ちるわけですよ。話せば話すほど、結局、コンサルが全

部作ったものを、最後に判こを押しただけっていう話じゃないですか。 

 どこを聞いていたんだっけな。 

 今の答弁、先ほどの答弁ですけれども、取得件数を基に試算ということですね。困難事

例を加味しているとは答えなかったと。取得件数を基に試算しているとの答弁でした。 

 実際、中井～野方間は既に、用地買収がうまくいかずに６年の延長。住民への我が党都

議団の聞き取りでは、ちょっと６年できかないかもしれないとも言われています。かなり

深刻です、現場は。これ、さらにですね、工期、さらに延長することがですね、容易に予

想される事態になってるそうです。 

 こうした事態が各地であるわけで、こういう困難事例はしかしながら加味されておらず、

用地買収件数に、単なる係数を掛けて工期を算出しているだけではないのか。そういう答

弁に聞こえましたというふうに私の中では疑問が残ります。そういう答弁でした。 

 さらに、連立事業の工期を考える上で大事なことは、沿線のリアルな実態をつかむこと

です。その上で工法についても考えなければならないってことなんです。 

 実は、西武線連立事業に関心のある何人かの都議の元へ、一昨年だったでしょうか、ザ・

パークハウス上石神井レジデンスの管理組合から手紙が届いたんですね。それによるとで

すね、高架化に伴い、用地買収の対象となる練馬区域にあるマンションは、このマンショ

ンは、設計上１棟の建物として登録されており、マンションの共有地分割及び建物の一部

の解体には区分所有者全員の合意が必要ですよと。事業を受け入れるとすると、この高架

化の事業を受け入れるとすると、１４２戸の半数の居住者が移住を余儀なくされ、残った

住民は何とこれまでの２倍の修繕費・管理費の負担となるわけです。しかも、この建物、

築５年のですね、築浅でありまして、一部住民立ち退きの合意形成は極めて困難です。そ

れは他の委員からも先ほど御指摘がありました。 

 こうした事態を、都が実は認識していたことがさきの都市整備委員会の質疑で明らかに

なりましたが、５年、１０年じゃきかないよと。どれだけ工期が延びるか分からないよう

な、工期の重大な延長が予想されながら、都が高架化に固執する理由って一体何なんでし

ょうか。お聞かせください。 

【谷崎幹事】  基盤部長 
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【原田（保）会長】  谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  都といたしましては、構造形式の選定に当たって、先ほど来申し上げて

ます、地形的条件、計画的条件、事業的条件、これら三つの条件から総合的に選んでおり

ます。 

 今回、計画的条件におきましては、地下方式では既存の交差道路１か所、ちょうど地下

から鉄道がこう出てくるところで交差道路はあるんですけれども、それを潰して、その道

路を通行不可にしてしまうというところがございます。 

 また、事業的条件におきましては、高架方式の方が地下方式より事業費を大きく抑える

ことができます。 

 これらのことから高架方式を最適案として選定したところでございます。 

 また、構造形式の選定に当たりまして、用地の工期につきましては、建設局において、

これまでの実績を踏まえて、取得件数を基に試算しております。 

 さらに、地域の方々に対しましては、これも先ほど来申し上げてますように、都市計画

素案説明会など、これまで数多くの説明会等で御説明、また、御質問や御意見を伺うとと

もに、説明会後も個別の対応をやってるところでございます。今後、また用地測量等説明

会、様々な機会を捉えまして、分かりやすい丁寧な説明に努め、皆様方の御理解、御協力

を得ていきたいというふうに考えております。 

【原田（あ）委員】  委員長 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  委員長じゃなかった。すみません、座長 

 繰り返しの答弁が返ってきたと。私、かなり具体的なですね、例を出して、どうです、

どう考えてんですかと聞いたんですけど、繰り返しの答弁。これ、本当危険ですよ。いや、

委員の皆さんに本当にこの状況をぜひ考えてもらいたいと思うんですね。丁寧に説明する

ってずっと繰り返してましたけど、他の委員に対しても、その丁寧に説明するのは、１４

２戸の区分所有者に半数出てってくれと、その後２倍の修繕費・管理費になるんだけれど

も、それをのんでくれっていうのを丁寧に説明するわけですよ。本当に１０年、２０年、

この開かずの踏切、全然動きませんよ、これじゃあ。本当にいいんですか、これ、このま

ま通しちゃって。 

 現場が全く見えていない。連立事業は工期が命です。開かずの踏切がとにかく早く解消

されることが最も地元では重視されます。その工期が重大な影響を受けることが分かって
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いながら高架化に突き進むと。複線シールドにしたら、もしかしたらこのマンションの立

ち退きはなくなり、工期の遅れはなくなるかもしれないのに、高架化に突き進むと。 

 今日のこの審議会の決定で、このまちのですね、未来の形がね、決まっちゃうんですよ。

あるいは、このまま動かないかもしんないんですよ。 

 せめて東京都にお願いなんですけど、複線シールド工法がどれだけの効果をもたらすの

か、もたらさないのか、検証ぐらいしませんか、本当に。ええ、それを求めてるんですよ。

事前にこういう質問するって言ってませんでしたけど、ちょっと、どうですか、部長 

【原田（保）会長】  はい、谷崎幹事、どうぞ。 

【谷崎幹事】  これも先ほど来申し上げておりますが、本区間は石神井川や水道幹線な

どがあって、離隔の確保とか、限られた空間の中での施工が必要であるため、本区間の地

下方式は単線シールド工法ということを検討してきたというふうに聞いてございます。 

 その地下方式と高架方式を検討して、地形的条件等々から判断して、高架方式を最適な

構造形式として選定してきたと、これも先ほど来申し上げております。 

 こうしたことから、本区間の地下方式について、改めて複線シールド工法を検討する必

要はないと考えてございます。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  いや、もう本当ね、今からでも遅くないと思いますよ。複線シー

ルド工法による地下方式の検討をね、ちゃんとすべきだと思います。このまま本当に突き

進んでいいのかと。かたくなに今までのやり方にこだわる。一体何があるのかと、この西

武線の連続立体事業は。 

 私、このマンションの住民の方からですね、この間の経緯を時系列でまとめた表をいた

だきました。これを見るとですね、今から１３年前、２００８年に井荻～柳沢間の連立事

業が事業候補区間に位置付けられてます。そして、２０１０年を前後して、さっき私が幾

度となく質疑をしました工法についての検討がですね、されているわけなんですね、２０

１０年を前後して。例のコンサルによる検討もここら辺からあるんでしょう。住民にもで

すね、誰にも明かされず行われたこうした検討がですね、始まっていた。その３年後です、

当該マンションのディベロッパーが２０１３年にまとまった土地の入手を行ってしまうと。

建築、どうせ動かないよとかね、都市計画道路もそうですけども、しばらくは動かないか

らと、大丈夫ですよとかって甘い感じでやるんですよね。でも、こうやって住民にも誰に

も明かされないままですね、こういう事業が進んでいって、ディベロッパーがまとまった
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土地を入手しちゃうと、３年後に。建築確認をすぐに得ます。２年後の１５年に、この当

該マンションがしゅん工するわけですよ。同じ年に西武線立体化促進協議会が発足してま

す。 

 もう行政とね、業者が本当水面下で勝手に動かして、住民不在でやるから、大変なこと

が起きるわけですよ。しゅん工して、入居から６年後、今日の日を迎えています。何とい

う無秩序で無計画なまちづくりでしょうか。これに巻き込まれた住民の人生どうなっちゃ

うんですか。 

 審議委員の皆さんには、どうかですね、この案件については、いま一度考える時間を与

えていただけないでしょうか。今日この場で答えを出すのではなくて、高架化の決断をで

すね、いま一度待ってもらえないだろうかと。そのことをお願いしてですね、私から、こ

の案件に対する質疑は終わらせていただきます。 

 継続の動議を求めたいと思います。 

【原田（保）会長】  はい。 

【原田（あ）委員】  やりたいと。 

【原田（保）会長】  じゃ、柴﨑委員、どうぞ。 

【柴﨑委員】  はい、すみません。 

 この審議会もですね、実は今年の２月にね、開催の予定だったわけです。しかしながら、

このコロナ禍ということで、この１０月に延期をされました。８か月延期をされました。 

 先ほど来、私も質疑の中でも申し上げましたが、平成１３年からですね、この踏切問題

というのは地域の中でも大変大きく浮上しましてですね、地元の多くの皆様方の悲願なん

です、この踏切の除去につきましては。したがいまして、この議論につきましてもですね、

もう十分にですね、議論尽くされてます。というのは、同じことをですね、繰り返し、都

市整備委員会と全く同じ質疑をされてるんです。 

【原田（あ）委員】  ここはどこですか。 

【柴﨑委員】  時間稼ぎとしか思えません。 

【原田（あ）委員】  ここはどこですか。 

【柴﨑委員】  全く同じ質疑をされてます。 

【原田（あ）委員】  都市整備委員会と都市計画審議会は一緒なんですか。 

【柴﨑委員】  全く同じ質疑をされてる中で、やはり私は十分に議論は尽くされたとい

うふうに判断をしておりますので、ぜひこれ、本日御決定をお願いしたい。そのことを申
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し上げます。よろしくお願いします。 

【原田（保）会長】  青山委員、どうぞ。 

【青山委員】  この西武新宿線の連続立体交差化の問題というのは、もともと２０世紀

に西武鉄道株式会社がその資金として料金に１０円上乗せをして、それで、それを積み立

てて資金とするということを決定したけれども、その後の状況の推移によって、その１０

円については預かっておいて、今回のような形での連続立体交差化で使いますと、そうい

う説明が２０世紀の末にございました。 

 そういう意味ではとても長い計画なんですけれども、この間にですね、小田急線の成城

学園付近、京急の蒲田付近、羽田空港線と、いずれも高架化に対する反対論ございました

けれども、相対的な問題ですので、地下化に対して高架によって踏切を解消するというこ

とで、いろいろ議論ありましたけど、どちらも、現在は、御承知のように、高架で踏切が

解消されて、利便性を向上させるという結果になっております。 

 西武新宿線についても、２０世紀からの宿題でございますので、速やかに決定をして事

業を推進するということを望みたいと思います。 

【原田（保）会長】  じゃ、２３番 

【里吉委員】  ２３番、里吉です。 

【原田（保）会長】  里吉委員 

【里吉委員】  はい。 

【原田（保）会長】  どうぞ。 

【里吉委員】  私たちも、早く連続立体交差事業というか、開かずの踏切解消ですね、

開かずの踏切を解消するという目標は皆さんと変わりません。だからこそ、その住民の皆

さんの理解が得られないやり方でなぜやるのかということでいえば、今どんどん技術も進

歩していて、ほかの自治体できちんと住民の理解も得て進めている連続立体交差事業のや

り方、あるわけですから、そういうやり方を、今ここまで長引いたからこそ、急いでただ

決定するというだけではなくて、工期を短くして、本当に早く開かずの踏切を解消するた

めに、今拙速に高架化を決めるのはおかしいのではないかということを私からも強く申し

上げたいと思います。 

 以上です。 

【原田（保）会長】  はい、宮瀬委員、どうぞ。 

【宮瀬委員】  ２９番、宮瀬でございます。 



 -55-

 私どもは、反対するというつもりは、いろんな議論を踏まえてのことなんで、ないんで

すけども、ぜひですね、ちょっと私も、地元板橋区の大山地域という東武東上線の立体化

があるんですけども、最終的に、やっぱり賛否が相当ある中で、東京都の方で総合的な判

断という最後の言葉がよく出るんですけども、もう少し論理的に数字をもってですね、ち

ゃんと御説明していただかないと、私どももなかなかこう、高架がいいのか、地下がいい

のかというところで、地元で御説明がしづらいので、ぜひですね、丁寧な説明というのは、

決めたことを住民に、住民、その説明会開くといったことではなくて、多くの、そこに、

その使ってる方々の多くの声をどう聴くのか。 

 今回も、マンションお住まいの方に説明会やりますではなくて、きちっと一軒一軒訪問

して、こちら側からこうアウトリーチで御説明しないと、やっぱりいけないんじゃないの

かなと思います。意見表明とさせていただきます。 

 以上です。 

【柴﨑委員】  何の意見表明です。反対なの。 

【宮瀬委員】  賛成ですが、意見表明をさせていただきたい。 

【原田（保）会長】  じゃあ、回答はよろしいですか。 

【宮瀬委員】  はい。 

【原田（保）会長】  はい。じゃあ、原田委員から継続審議の提案もいただきましたけ

れども、今までそれぞれの多くの委員の方々からそれぞれのお立場で意見をいただき、そ

れぞれについてやり取りもあったと思いますので、当審議会としては、この件についての

議論は煮詰まってるということで、採決をいたしたいと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

【原田（あ）委員】  いや、継続について。 

〔 「何の継続」の声あり 〕 

【原田（あ）委員】  継続について賛否を採ってください。 

【原田（保）会長】  ということで、ほとんどの方に採決ってことで御賛成いただいて

ますので、採決をさせていただきたいというふうに思います。 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

【原田（あ）委員】  継続について、継続の動議について賛否を採ってください。 

【原田（保）会長】  会長としての判断で。 
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【原田（あ）委員】  継続、委員長 

【原田（保）会長】  既に採決ということで、多くの方、御賛成いただいてると思いま

すので、このまま採決させていただきます。 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

【原田（あ）委員】  継続についてなぜ動議を、動議を問わないんですか。 

【原田（保）会長】  従来から会長の議事進行の範囲でそういったことやってたかと思

いますので、そういったことで、今回採決をさせていただきます。 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

【原田（保）会長】  それでは、採決をさせていただきます。 

 議第７５１５号、東京都市計画都市高速鉄道及び議第７５１６号、西東京都市計画都市

高速鉄道の案件について、賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 

 よって、本件は原案どおり決定をいたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【原田（保）会長】  次に、日程第５といたしまして、議第７５１７号を議題に取り上

げます。 

 小野幹事の説明求めます。小野幹事、どうぞ。 

【小野幹事】  日程第５、議第７５１７号、霞が関団地一団地の官公庁施設の変更につ

いて御説明いたします。 

 資料、お手元の薄茶色表紙「議案・資料」２６１ページから２６４ページまでとなりま

す。 

 「議案・資料」２６３ページの位置図と併せまして、モニターの航空写真を御覧くださ

い。 

 一団地の官公庁施設は、首都中枢の官庁街としてふさわしい一体的な土地利用を図るた

め、昭和３３年に都市計画を決定しております。 

 霞が関団地内には、官公庁施設のほか、地区北側には国立劇場が立地しております。国

立劇場は、開場後５０年以上経過し、施設や舞台機構などの老朽化が著しく、抜本的な対

策が必要となっております。このため、令和２年度、国において伝統芸能の伝承と創造の

拠点として機能の更なる強化等を図るため、国立劇場の再整備に係る整備計画が策定され
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ました。 

 今回の計画は、国立劇場の再整備や今後の官公庁施設の整備などを踏まえ、国立劇場が

立地する区域などを一団地の官公庁施設から削除するものでございます。 

 「議案・資料」２６４ページと併せましてモニターを御覧ください。 

 モニターにお示しした霞が関団地の北側、国立劇場等の区域を削除することにより、区

域面積を約１０３ヘクタールから約９８．５ヘクタールに変更いたします。 

 なお、本案件を令和３年９月２７日から２週間、公衆の縦覧に供しましたところ、４名

から４通の意見書の提出がございました。 

 資料は、白色表紙「意見書の要旨」３８ページから４１ページまでとなります。 

 主な意見の概要としましては、４０ページ左枠の記載の上から４行目以降のとおり、「国

立劇場の風格と荘厳な佇まいは世界に誇れる存在である。国立劇場の建物を現状維持して、

一団地の官公庁施設の区域の変更をしないでほしい。」というものなどでございます。 

 これらの意見に対する東京都の見解ですが、３８ページ右枠の記載の下から１０行目以

降のとおりで、「国立劇場の再整備に係る整備計画等に基づき、国立劇場の再整備や今後の

官公庁施設の整備などを踏まえ、一団地の官公庁施設の区域を変更するものである。なお、

整備計画では、国立劇場は、皇居周辺の緑豊かな環境や景観等とも調和した一団地の官公

庁施設の性格を損なわない施設とするとともに、国内外の人々を迎え入れ、日本の伝統芸

能を世界に発信する場として、「日本らしさ」を取り入れ、風格と品格を備えた施設とする

こととしている。」などというものでございます。 

 日程第５の説明は以上でございます。 

【原田（保）会長】  はい、以上で説明は終了いたしました。それでは、日程第５につ

きまして御質問、御意見あれば、よろしくお願いをいたします。 

 原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  はい、１問だけお聞きします。 

 都市計画霞が関団地からですね、国立劇場の土地を切り離す計画です。 

 まず、お聞きします。国立劇場の再整備について、現時点での検討状況を伺います。 

【原田（保）会長】  小野幹事、よろしくお願いします。 

【小野幹事】  都市づくり政策部長 

【原田（保）会長】  どうぞ。 

【小野幹事】  国及び国立劇場の運営者である独立行政法人日本芸術文化振興会などが、
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ＰＦＩ事業による国立劇場の再整備に当たって必要となる機能や用途、事業スキーム等を

整理しました、国立劇場の再整備に係る整備計画を令和２年７月に公表いたしました。今

後の進め方につきましては、この整備計画に基づき、平成３０年に閣議決定しました、民

間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針や、ＰＦ

Ｉ事業実施プロセスに関するガイドラインなどを参考に、日本芸術文化振興会が令和３年

度中に国立劇場再整備等事業の実施に関する方針を公表すると聞いております。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  国立劇場の経営者である独立行政法人日本芸術文化振興会が、Ｐ

ＦＩ事業で事業者を選定し、劇場改築のほかですね、収益施設としてホテルやレストラン

を設置するとのことなんですね。 

 事前にお聞きしたところによりますと、今回都市計画上問題となるのはホテルの建設を

することにあるとのことです。計画に関わる条件を見ると、景観に配慮した計画を行うと

ありますが、そもそも景観に配慮して、この都市計画霞が関団地というのは用途地域や容

積率・高さが規定されてきたわけなんですね。現在２０メートルの建物がこれから７５メ

ートルの高層建築に変わることに、どのような景観への配慮があるというのか、不可解で

す。都市計画は地域全体で整合性を図るものであり、開発があるのでその地域を枠から外

すなどということが簡単に行われては都市計画の意味がありません。 

 そこで、地元にお聞きしたところによりますと、この地域には既に幾つかのホテルが造

られていると。まず、住民がですね、こうした計画を知らなかったというのも大きな問題

です。 

 また、数十年にわたりＰＦＩ事業者に建物の管理運営を任せるものでありまして、国立

劇場といった文化施設、あるいはですね、これ、環境建設の分野でもすごく話題になって

るわけですけれども、公園を使ったパークＰＦＩなどですね、公共空間が直接収益の種地

とされることに問題があると私たちは指摘をしてきました。大きな空地はもうないから、

じゃ、公園があるじゃないかと、あそこを開発の拠点にしようよと。文化施設があるじゃ

ないかと、あそこを大きくして、また何かしらの開発の土地に使おうよと。 

 これね、逆に収支がうまくいかなくなった場合に、改築にかかった費用の回収などがで

すね、国立劇場の運営に影を落とさないかなど、まだまだ不明朗です。チケット販売にも

ＰＦＩ事業者が関わるとの話もありますが、将来それにとどまるのかと。伝統芸能や現代

舞台美術の振興、伝承者の養成などへの影響ですとかね、文化・芸術の独立性が保たれる
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のかについても疑問がありまして、この案件は、そうした理由から反対とします。 

【原田（保）会長】  ほかに御意見ございますですか。 

 じゃあ、日程第５につきまして、ほかに御意見、御質問ないようでございますので、採

決をいたします。 

 議第７５１７号、霞が関団地の案件について、賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 

 よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【原田（保）会長】  次に、日程第６、議第７５１８号から議第７５２０号までを一括

して議題といたします。 

 小野幹事の説明を求めます。どうぞ。 

【小野幹事】  都市づくり政策部長 

【原田（保）会長】  小野幹事、どうぞ。 

【小野幹事】  日程第６、議第７５１８号、広町地区地区計画及び議第７５１９号、品

川区広町二丁目地内における用途地域の変更は、相互に関係する案件のため、一括して御

説明いたします。 

 資料、お手元の薄茶色表紙の「議案・資料」、２６５ページから２８９ページまでとなっ

ております。 

 まず、広町地区地区計画の決定について御説明いたします。 

 「議案・資料」２７２ページの位置図と併せまして、モニターの航空写真を御覧くださ

い。 

 本地区は、ＪＲ線など３路線が結節する大井町駅の北西に位置する、面積約７．１ヘク

タールの区域でございます。 

 令和２年１１月には、大井町駅周辺地域まちづくり方針が品川区に策定され、大規模土

地利用転換による新たな都市機能の集積に加え、区庁舎再編と連携し、区の中心核として

ふさわしい複合拠点の形成が方針として示されております。今回、この方針に沿って、本

地区における整備計画が具体化したことから、新たに地区計画を策定、決定するものでご

ざいます。 

 「議案・資料」２７３ページの計画図１と併せましてモニターを御覧ください。 
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 地区計画では、個性豊かな魅力とにぎわいのある複合拠点の形成を図るため、目標や土

地利用の方針、再開発等促進区などを定めるとともに、地区特性に応じて区域を区分いた

します。 

 「議案・資料」２７４ページの計画図２－１と併せてモニターを御覧ください。 

 デッキレベルに、駅前歩行者広場１号及び２号、歩行者専用通路１号、広場２号を、主

要な公共施設などに位置付けます。 

 次に、「議案・資料」２７５ページの計画図２－２と併せましてモニターを御覧ください。 

 地上部に、北側駅前広場、区画道路１号及び２号、歩行者専用通路などを、主要な公共

施設や地区施設に位置付けます。 

 このほか、建築物等に関する事項として、容積率の最高限度を、Ａ－１地区は９３０パ

ーセント、Ａ－２地区は１００パーセント、建築物の高さの最高限度を、Ａ－１地区は１

１５メートル、Ａ－２地区は１６メートルを定めます。 

 次に、この地区計画の決定に合わせまして、地区計画に隣接する面積約０．２ヘクター

ルの区域について、用途地域を変更いたします。 

 「議案・資料」２８９ページの計画図と併せてモニターを御覧ください。 

 変更の内容として、広町地区で道路などの公共施設の配置等が明らかになったことから、

本地区の土地利用の状況等を勘案し、計画図中①の区域について、第一種住居地域、建蔽

率６０パーセント、容積率２００パーセントだったものを、容積率及び建蔽率はそのまま、

準工業地域に変更いたします。 

 計画図中②の区域について、商業地域、建蔽率８０パーセント、容積率５００パーセン

トだったものを、準工業地域、建蔽率６０パーセント、容積率２００パーセントに変更い

たします。 

 なお、今回の決定等にあわせ、品川区において、土地区画整理事業の決定と防火地域及

び準防火地域の変更が行われる予定でございます。 

 本案件について、令和３年９月２７日から２週間、公衆の縦覧に供したところ、２４名

１団体から２５通の意見書の提出がございました。 

 資料は、白色表紙「意見書の要旨」４２ページから６１ページまでとなっております。 

 反対意見に関するものが２３名１団体から２４通、その他に関するものが１名から１通

ございました。 

 そのうち、反対意見の都市計画に関する主な意見の概要は、４２ページ（１）になりま
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すが、「鉄道交通の便だけのことであれば、現在の東急、ＪＲ東日本、臨海副都心線につい

て、特に乗り継ぎが不便ということは感じられない。「拠点」「中心核」「土地の高度利用」

というのは、誰にとって必要な事業なのか。高層住宅やホテルを建てることが、区民のた

めにつながるのか。コロナ禍で、区民や区内の事業者に対する補償や医療体制への支援が

十分でない中、このような大規模で不要不急の再開発事業は取りやめるべきと考える。」と

いうものでございます。 

 これらに対する都の見解として、４２ページ右枠に記載のとおり、「品川区が、令和２年

１１月に策定した「大井町駅周辺地域まちづくり方針」では、大規模土地利用転換による

新たな都市機能の集積に加え、区庁舎再編と連携し、防災機能を有する複合拠点の形成や、

重層的な歩行者ネットワークの整備などによる交通結節拠点の形成などが示されており、

このまちづくり方針などに基づき、今回、地区計画を都市計画決定するものである。まち

づくり方針については、策定段階において、区が説明会を開催するなど、広く区民の意見

を聞いたうえで、区議会へ報告して、策定していると区から聞いている。」というものでご

ざいます。 

 議第７５１８号及び議第７５１９号の説明は以上でございます。 

 次に、第７５２０号、豊洲二・三丁目地区地区計画について御説明いたします。 

 資料、お手元の薄茶色表紙「議案・資料」２９１ページから３１４ページまででござい

ます。 

 「議案・資料」３０７ページの位置図と併せまして、モニター上の航空写真を御覧くだ

さい。 

 本地区は、東京臨海部、地下鉄有楽町線及び新交通ゆりかもめの豊洲駅の周辺、面積約

５０．５ヘクタールの区域でございます。本地区では当初、平成１４年６月に地区計画を

決定しており、豊洲１から３丁目まちづくり方針を踏まえ、順次、地区整備計画を定め、

開発が進められてきております。 

 「議案・資料」３０８ページの計画図１と併せましてモニターを御覧ください。 

 交通結節機能の強化を見据え、業務、商業などの機能が集積した、拠点性の高い複合市

街地を形成するため、今回、地区の中央に位置し、晴海通りに接する区域４、４－２街区

において、整備計画の具体化に合わせて、地区整備計画約２．７ヘクタールを追加するも

のでございます。 

 地区計画の変更内容について御説明いたします。 
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 「議案・資料」３１１ページの参考図１と併せましてモニターを御覧ください。 

 主要な公共施設として、歩行者通路４号を、地区施設として歩道状空地１０号、歩行者

連絡通路８号を、地区計画に位置付けます。 

 このほか、建築物等に関する事項として、容積率の最高限度６００パーセント、建築物

等の高さの最高限度１００メートル、壁面の位置の制限などを定めます。 

 なお、今回の変更にあわせまして、江東区において、準防火地域から防火地域への変更

が行われる予定となっております。 

 なお、本案件について、令和３年９月２７日から２週間、公衆の縦覧に供しましたとこ

ろ、２１１名１団体から２３４通の意見書の提出がございました。 

 白色表紙の「意見書の要旨」６２ページから１０７ページまでを御覧ください。 

 反対意見に関するものが２３４通でございます。そのうち、都市計画に関するものの主

な意見の内容は、６４ページ（９）１、２段落目になりますが、「４－２街区の最高高さ制

限を３街区の豊洲フォレシアなどと同じとし、８０ｍとすることを求める。少なくとも、

７街区のパークシティ豊洲側の建築物は高さ８０ｍ以下とすること。３街区は、「８街区住

民への配慮」と「南北の風の通り道」への配慮がされた、素晴らしい都市計画になってい

る。４－２街区は、３街区にならった高さ制限・セットバックの都市計画とすべきで、豊

洲開発の連続性とバランスの点からも、３街区と同じとすることが求められる。住民への

配慮が皆無で、豊洲開発全体としてもバランスの取れない事業者の案を、都はどのような

判断で良いとされるのか、具体的に提示してほしい。」というものでございます。 

 これに対する都の見解は、６４ページ右枠の記載の（９）１段落目のとおり、「豊洲２・

３丁目まちづくりガイドライン」では、「群としての独立性」をより強調する遠景景観が形

成されるよう、比較的低層の業務ビルを地区中央に配置し、外環に１００ｍを超える高層

建築群を配置することとし、地区の中心部に位置する３街区を中心に「高さ１００ｍ程度

の建物配置ゾーン」、その外側が「高さ１００ｍを超える建物配置ゾーン」となっている。

また、晴海大橋からの景観として、ドックを中心とした緩やかなスカイラインを形成する

こととなっており、この考え方に基づき、今回の計画地は、この二つのゾーンの中間に位

置していること及びドックの後背地に位置していることなどを踏まえ、地区計画では、建

築物の高さの最高限度を１００ｍとしている。」というものでございます。 

 本件について、江東区に意見照会したところ、都市計画上支障のない旨、回答を得てお

ります。 
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 なお、「事業者に対して、今後も近隣住民との誠意ある協議を継続するよう、引き続き指

導されたい。また、地権者の検討組織であるまちづくり協議会に対し、区民が参画できる

体制づくりに努めるよう指導されたい。」との付記がございました。 

 これにつきましては、近隣住民との協議を継続するよう、都と区で引き続き事業者へ働

きかけてまいります。また、協議会への近隣住民の参加につきましても、区と共に働きか

けていくこととしております。 

 日程第６の説明は以上でございます。 

【原田（保）会長】  以上で説明は終了いたしました。それでは、日程第６につきまし

て御意見、御質問等あれば、よろしくお願いいたします。 

 原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  広町についてお聞きします。 

 広町地区地区計画、主にＪＲと品川区が地権者となって進められようとしているですね、

計画です。同計画は、２６階、１０７メートルのホテル及びマンションが１棟、１１４メ

ートルのオフィスビルが１棟、さらには多数の商業棟と５００台の駐車場を計画するもの

です。 

 環境面は確認しておきます。容積率は従前と従後でどのように変化するのか。また、従

前ＣＯ２排出量は従後にどのようになるのか、伺います。 

【小野幹事】  議長、都市づくり政策部長 

【原田（保）会長】  小野幹事、どうぞ。 

【小野幹事】  今回開発区域の地区と従前の容積率は、地区の一部が６００パーセント

で、大半は２００パーセントになっております。開発後の容積率は９３０パーセントでご

ざいます。 

 開発前のＣＯ２排出量につきましては、暫定的な施設であり、エネルギー実績等が把握

できないため算定できません。開発後のＣＯ２の排出量につきましては、一定の仮定条件

を基に試算しますと、Ａ－１地区は年間約２万１，０００トンとなりますが、建物供用開

始時までに再生可能エネルギー由来の電力利用に取り組むことなどにより、実際のＣＯ２

排出量はこの試算より大幅に削減する見込みでございます。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  大半がですね、２００パーセントの容積率の場所です。これが９

３０パーセントになると。この開発の地域の周りはですね、昔ながらの飲み屋さんであっ
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たりお店屋さんがあって、親しみやすい町並みがずっと広がってるということで、地域の

人たちからは、本当にそういう住民の地域の場所にどーんと９３０パーセントのこれから

ビルが建っていくというんで、大変な反対運動がある場所です。 

 これまでのこの地区の排出量ですが、排出量の公表を義務付けられていないレベルの地

域だったと。もう本当に容積率２００パーセントで、そんなに義務の、公表義務のないぐ

らいの場所だったと。そこにマンションやホテル、商業施設が建って、一気に年間２万１，

０００トンの排出量、あるいは同等のエネルギー消費量の建物が、ほぼ何もないところに

現れることになるわけですね。２万トンは深刻な数字です。こうしたことが本当にぽんぽ

んぽんぽんと、今日１個だけでも万という単位のＣＯ２排出というのがわっと出てくると

いうのは、本当すごいことなんですよ。 

 こうした重大な環境負荷をかける計画に対して、どのような容積率の緩和が行われるの

か、重要です。この計画における容積率緩和の根拠となる都市貢献はどのようなものか。

【小野幹事】  議長、都市づくり政策部長 

【原田（保）会長】  小野幹事、どうぞ。 

【小野幹事】  本地区の容積率につきましては、東京都再開発等促進区に定める地区計

画運用基準に基づき、区画道路１号、２号や北側駅前広場などを地区計画に主要な公共施

設として位置付け整備することにより、将来見直しを想定した用途地域及び容積率を設定

するとともに、広場１号などの確保を評価容積率の対象としております。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  道路建設や北側の駅前広場の建設が都市貢献のボーナスとなって、

本計画の容積率緩和の根拠となってるんですね。 

 しかし、そうした計画に対しですね、実は多くの品川区民から批判の声が沸き上がって

いると。区役所の建替えが含まれる計画にもかかわらず、住民にまともな情報開示を行わ

ず、ＪＲに有利な地区計画を推進し、さらには、数十年前からですね、計画倒れとなって

きた駅周辺の開発構想を推し進めようとする計画になってるからです。 

 そもそも品川区は、今から１０年前に３６億円をかけて免震工事を行ってます、区役所

に。その後も、２０１６年度に約４億円で熱源機器の更新、２０１８年には１億５，００

０万円でエレベーターの改修を行うなど、区庁舎の長寿命化に取り組んできました。あと

１５年はですね、耐震性に問題はないってされてるんですね。 

 ところが、ここに来て突如、ＪＲと共に広町の地区計画を立ち上げました。この計画に
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よって、ＪＲはホテルなどのビルを建てることができ、さらには、現区庁舎跡地には、Ｊ

Ｒホテルの集客施設としての企業スポーツなどを対象としたアリーナの建設を考えてるん

だと。品川区がですね、ＪＲと交換した土地に、真下をりんかい線が走ってる用地があり

まして、そこには建物を建てられないため、４００億円もの巨額を投じる区庁舎は、敷地

がどうしても狭くなってしまって、超高層になるということなんですね、区役所が。地震

のときは区役所が機能するのかと、防災上心配する住民の声が上がってます。 

 また、この計画は、数十年前につくられた大井町、先ほど示しましたが、大井町プレイ

ス構想に道を開くものとなりまして、大井町や区役所周辺の住民の息遣いの聞こえるよう

な町並みが次々と再開発によって失われてしまうという、そうした懸念の声も強くなって

きています。 

 問題なのは、そうした反発を招きかねない区役所庁舎を含む地区計画の策定において、

品川区がまともな住民説明の場を持ってこなかったことにあります。都市計画法第１６条

は、地区計画原案を作成するに当たり、関係権利者に対して説明を行うことを定めていま

す。この際、区役所庁舎を含む地区計画であれば、区役所を持ってんのは区長じゃありま

せんから、区民ですから、広く区民の意見を集めるのが行政としての倫理、道徳というも

のであります。ところが、品川区は住民の声を無視して進めてしまったと。こうしたです

ね、住民無視の地区計画に対して容積率緩和のボーナス与えることも住民とのあつれきを

生むことになるため、都としては慎重でなければならないとを指摘するものであります。 

 一般論として聞きますが、再開発等促進区を定める地区計画に自治体の庁舎や集会所等

が含まれる場合、その住民説明は地区計画の権利者から自治体住民へ対象を広げるべきだ

と考えますが、都市整備局の見解を伺います。 

【小野幹事】  議長、都市づくり政策部長 

【原田（保）会長】  小野幹事、どうぞ。 

【小野幹事】  東京都決定の再開発等促進区を定める地区計画に関する都市計画法第１

６条第２項に基づく説明会は、同規定に従い、区域内の土地の所有者等を対象として行っ

ております。 

 また、都市計画法第１７条に基づく縦覧等に際しては、東京都公報ないし当該区報によ

り都民への周知を行い、計画地区外の方にも対象とした説明会を行っております。 

 区民に密接に関わる区庁舎の建替えが含まれているので、広く周知すべき、あるいは説

明会を行うべきという御意見だと思いますけども、区庁舎の建替えにつきましては、品川
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区において新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会を立ち上げ、学識経験者、関係団体

代表、公募区民、議会の代表を構成員としまして、検討、議論を行うとともに、広くパブ

リック・コメントを実施してると承知しております。また、区議会においても、特別委員

会の中で新庁舎の問題について議論してきたと承知をしております。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  まさにそういう数少ない住民説明の機会の場で猛烈な反対の声が

うわっと上がってるのを、一切無視してここまで来ちゃったわけです、今日のこの日まで。

それをですね、擁護して発言を行って、そして、地域貢献だと、社会貢献、貢献度が高い

から容積率をですね、緩和してやるなんてことがですね、認められるはずがないわけです

よ。 

 土地の所有者にだけ知らせたっていうことなんですよね、今の答弁も結局ね。つまり、

主要なですね、土地の所有者に、品川区が入ってますと。だとすれば、品川区はしっかり

と住民の合意を取り付け、こうした計画を出すのが、そうした計画を出すのがですね、筋

だと思うわけです。 

 ところが、現地ではろくに住民との話合いも持たず、強引に計画を進めてるわけです。

審議会などでこうした住民の声を聞けっていう声がですね、上げられるってことがほとん

どないと。地域の反対は、反対運動は極めて大きなものがあり、このような計画を認める

わけにはいかないということを指摘して、豊洲についても１問質問したいと思います。 

 豊洲二・三丁目地区地区計画についてお聞きします。この計画についても近隣住民から

多くの批判の声が上がっているとお聞きしました。都と区の住民説明会において、近隣住

民からはどのような意見があったのか、伺います。 

【小野幹事】  議長、都市づくり政策部長 

【原田（保）会長】  小野幹事、どうぞ。 

【小野幹事】  東京都と江東区が開催した地元説明会では、隣接するマンションの住民

の皆様より、１００メートルで計画されてる建築物の高さを８０メートル以下にしてほし

いなど、居住環境への影響に関する意見がございました。 

【原田（保）会長】  原田委員、どうぞ。 

【原田（あ）委員】  これからね、新しく、この間つくってきたまちですよね、東京の

歴史からすれば。当然そういうことも、すごく大きなマンション、高級マンションとか建

って、そこを買った人たちは、当然景観だとかいろんなものに配慮したまちづくりが行わ
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れてるんだろうと、信頼をしてるわけですよ。ところが結局、土地さえあれば、そこにあ

ったものがなくなれば、あとはディベロッパーが入ってきて、ぱっと建て、大きな建物を

建てたいと。容積率は幾らでも緩和してもらえるという中で、こういうですね、あつれき

が東京都内どこでも起きるんじゃないかなと。 

 当該計画地の北側に位置する第７街区には、いわゆる超高層のマンションが建っており

まして、当該地域はもともと低層の結婚式場があり、良好な環境が保たれていたと。とこ

ろが、その結婚式場がなくなり、いきなり高層ビルの建設が発表されたとのことで、この

マンションにとってはとんでもないですね、７街区のマンションにとってはとんでもない

圧迫感、景観の阻害が起こるということになるわけですね。巨大再開発の無秩序な高層化・

巨大化が引き起こした矛盾だなと感じています。 

 今の東京のまちづくりの在り方では、どこでも起こり得る話であり、住民からのですね、

批判の声は大きく、賛成はできないということを明言しておきたいと思います。 

 以上です。 

【原田（保）会長】  ほかに。 

〔 「なし」の声あり 〕 

【原田（保）会長】  この件について、御意見、御質問等ございませんでしょうか。 

 それでは、御意見、御質問ないようでございますので、日程第６の案件について採決を

いたします。 

 まず、議第７５１８号、広町地区地区計画及び議第７５１９号、品川区広町二丁目地内

の用途地域の案件について、賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 

 よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

 次に、議第７５２０号、豊洲二・三丁目地区地区計画の案件について、賛成の方は挙手

を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【原田（保）会長】  賛成多数と認めます。 

 よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【原田（保）会長】  以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。 
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 委員の皆様には、長時間にわたり熱心な御審議をいただき、誠にありがとうございまし

た。 

 なお、議事録には、私のほか鬼沢委員にも御署名をお願いしたいと存じます。よろしく

お願いいたします。 

 これをもちまして、本日の審議会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

午後４時４１分閉会 

 

※本稿は、後日発行される議事録の未確定版です。 


